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◆本資料に掲載した各事業に関するご質問等は、直接、各所管課にお問い合わせください。　　　西東京市役所042-464-1311（代表）
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

1
多摩六都科学館組合負担
金

多摩北部地域（小平市、
東村山市、清瀬市、東久
留米市及び西東京市）住
民の生涯学習の推進を図
り、圏域の文化の振興に
寄与することを目的とす
る。

多摩六都科学館の管理及
び運営

多摩六都科学館の管理及
び運営に係る経費の一部
を負担する。

○ １団体 多摩六都科学館組合規約 101,899,000 0 0 0 101,899,000
企画部
企画政策課

2
多摩北部都市広域行政圏
協議会負担金

多摩北部地域（小平市、
東村山市、清瀬市、東久
留米市及び西東京市）に
おける広域行政の推進を
図るため、広域行政圏計
画の策定及び広域行政圏
の市民の生涯学習を推進
するための事業を行う。

広域行政圏計画の策定及
び文化事業等共同事業の
実施及び専門委員会の運
営等

広域行政圏の市民の生涯
学習を推進するための事
業に係る経費の一部を負
担する。

○ １団体
多摩北部都市広域行政圏
協議会規約

3,058,000 0 0 0 3,058,000
企画部
企画政策課

3
四市行政連絡協議会負担
金

武蔵野市、三鷹市、小金
井市及び西東京市の市長
が、多様化する都市行政
について、情報交換及び
諸問題の協議を通じて各
市の施策への一助とする
ことを目的とする。

多様化する都市行政につ
いて、情報交換及び諸問
題の協議を行う。

四市行政連絡協議会に係
る経費の一部
１市　40,000円

○ １団体 四市行政連絡協議会規約 40,000 0 0 0 40,000
企画部
企画政策課

4
多摩北部広域子ども体験
塾負担金

子どもに高度で大規模な
感動体験を提供する。

圏域５市(小平市、東村
山市、清瀬市、東久留米
市、西東京市)と多摩六
都科学館が連携して圏域
内の小中学生を対象に
様々な体験をしてもら
う。

事業規模1,200万円
東京都市長会から8/10補
助
残りを圏域５市が各市の
児童数に応じて負担

○ １団体
多摩北部広域子ども体験
塾実行委員会規約

548,400 0 0 0 548,400
企画部
企画政策課

5 全国市長会負担金

全国の各自治体間の連絡
調整を図り、地方自治体
の興隆・繁栄に寄与す
る。

市政に関し、中央・地方
の連絡調整を図るととも
に、内閣または国会に対
する意見・具申を行う。

分担金705,000円
①人口15万人～20万人の
均等割額　50,000円
②人口区分割額
655,000円

○ １団体 全国市長会会則 705,000 0 0 0 705,000
企画部
秘書広報課

6
全国市長会関東支部負担
金

関東地区の自治体間の連
絡調整を図り、市政に関
し諸般事項を調査し、各
市の発展に寄与する。

市政に関し、中央・地方
の連絡調整を図るととも
に、内閣または国会に対
する意見・具申を行う。

分担金40,000円

○ １団体 全国市長会関東支部規則 40,000 0 0 0 40,000
企画部
秘書広報課

7 東京都市長会負担金

各市間の連絡調整を図
り、市政の円滑な運営と
向上を期し、自治発展に
寄与する。

行政及び財政に関し、国
や都に対する要望活動等
の事業を行う。

分担金2,983,000円
①一般分担金
（第１期分1,337,000
円）
②一般分担金及び軽自動
車税取扱分担金
（第2期分1,646,000円）

○ １団体 東京都市長会会則 2,983,000 0 0 0 2,983,000
企画部
秘書広報課

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）
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8
各種研究会及び臨時負担
金

市長及び副市長が出席す
る会議等の参加費 全国の市長及び副市長の

研修･視察・情報交換等
を目的とする会議

①全国都市問題会議参加
費20,000円（10,000円×
２名）
②東京都市長会議及び意
見交換会参加費10,000円
（5,000円×２名）
③東京都市区長会総会及
び意見交換会参加費
10,000円（5,000円×２
名）

○ ３団体
全国市長会会則
東京都市長会会則
東京都市区長会会則

40,000 0 0 0 40,000
企画部
秘書広報課

9 日本広報協会負担金

国、地方自治体その他公
共の利益に資することを
目的として設置された団
体、組織等が、その活動
の基盤となる情報発信、
情報収集、コミュニケー
ション等をより効果的・
効率的に行うための広
報・広聴活動を支援し、
向上を図ることを目的と
している。

日本広報協会の主な事業
1.広報・広聴活動に関す
る調査・分析・研究とそ
の公表及び公開に関する
事業
2.団体、組織等の要員の
能力開発に関する事業
3.広報・広聴活動の企
画・立案・実施を支援す
る事業
4.広報・広聴活動に関す
る評価・顕彰事業

人口10万人以上の市
42,000円

○ １団体
公益社団法人　日本広報
協会

42,000 0 0 0 42,000
企画部
秘書広報課

10
地方公共団体情報システ
ム機構負担金

地方公共団体に対して情
報システムに関する支援
を行い、もって地方公共
団体の行政事務の合理化
及び住民の福祉の増進を
図る。

地方公共団体情報システ
ム機構の運営に係る負担
金

市及び特別区人口10万人
以上20万人未満
（180,000円）

○ １団体
地方公共団体情報システ
ム機構定款

180,000 0 0 0 180,000
企画部
情報推進課

11
東京電子自治体共同運営
負担金

都内の地方公共団体が共
同して電子自治体を実現
することにより、住民に
対する行政サービスの向
上並びに行政運営の高度
化及び効率化を図る。

情報セキュリティ委員会
の専門員報酬、技術評価
及び調査等委託、その他
共同運営に必要な事項

電子自治体共同運営協議
会に係る経費の一部負担

○ １団体

東京電子自治体共同運営
協議会規約
平成26年度負担金取扱要
領

323,000 0 0 0 323,000
企画部
情報推進課

12
電算システム研修参加負
担金

職員の技術水準の向上を
図る。

システム関係講習会参加
受講費

研修参加受講費

○ 8人 研修会受講料 536,976 0 0 0 536,976
企画部
情報推進課

13
東京市町村総合事務組合
負担金（管理分）

東京都全39市町村の住民
の福祉を増進するために
必要な連絡、調整、相互
協力および共同処理する
事務事業の用に供する。

自治会館の管理運営等を
行う同団体に負担金を支
出する。

○ １団体
東京市町村総合事務組合
規約

3,132,000 0 0 0 3,132,000
総務部
総務法規課

14
東京都市固定資産評価審
査委員会審査事務協議会
負担金

固定資産評価審査事務の
必要事項の調査、研究、
協議等を行い、審査事務
の公平円滑化を期する。

評価審査事務に関する協
議会

2,500円×３人

○ １団体
東京都市固定資産評価審
査委員会審査事務協議会
規約

7,500 0 0 0 7,500
総務部
総務法規課
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15
固定資産評価審査委員会
運営研修会負担金

委員及び事務局職員の研
修を行い、円滑な運営及
び資質の向上に資する。

固定資産税制度等に関す
る研修

2,000円×５人

○ １団体
財団法人資産評価システ
ム研究センター研修計画

10,000 0 0 0 10,000
総務部
総務法規課

16
東京都市統計協議会負担
金

国又は地方行政の基礎資
料である統計の重要性に
鑑み、確実な諸資料を作
成供与するため各市の相
互連携と協力を図る。

確実な統計資料を作成供
与するため各市の相互連
携と協力を図る同団体に
負担金を支出する。

○ １団体 東京都市統計協議会会則 8,000 0 0 0 8,000
総務部
総務法規課

17
防火管理研究会負担金
（田無庁舎）

各事業所における自主防
火管理体制の確立を図
り、災害の未然防止と防
火管理意識の高揚を図る
とともに、会員相互の連
絡協調及び地域の連携を
目的とする。

防火に関する各種研修・
講習会の参加、自衛消防
隊への指導・助言の依
頼、防火防災訓練への指
導依頼

本会の目的を達成するた
めに行う事業等に要する
経費について、年に一度
会員である各事業所が負
担するもの。
月額500円×12月

○ １団体
西東京防火管理研究会会
則

6,000 0 0 0 6,000
総務部
管財課

18
防火管理研究会負担金
（保谷庁舎）

各事業所における自主防
火管理体制の確立を図
り、災害の未然防止と防
火管理意識の高揚を図る
とともに、会員相互の連
絡協調及び地域の連携を
目的とする。

防火に関する各種研修・
講習会の参加、自衛消防
隊への指導・助言の依
頼、防火防災訓練への指
導依頼

本会の目的を達成するた
めに行う事業等に要する
経費について、年に一度
会員である各事業所が負
担するもの。
月額500円×12月

○ １団体
西東京防火管理研究会会
則

6,000 0 0 0 6,000
総務部
管財課

19 安全運転管理者負担金

交通事故を防止するため
安全運転管理者等の所属
する事業所の安全運転管
理の確立ならびに会員相
互の研鑽と親睦を図る。

1交通安全対策に関する
調査研究事項
2安全運転管理者等の教
養、研修事項
3関係機関、団体ならび
に会員との連絡事項
4会員相互の親睦に関す
る事項
5その他本会の目的達成
に必要な事項

本会を運営するための年
会費として年に一度会員
である各事業所が9,800
円の負担をするもの。

○ １団体
田無地区安全運転管理者
部会会則

9,800 0 0 0 9,800
総務部
管財課

20
安全運転管理者講習会負
担金

自動車を使用する企業に
おいて、自動車の安全な
運転を確保するために、
正・副安全運転管理者を
対象とした講習会を行
う。

正・副安全運転管理者を
対象とした講習会を実施

講習会を受講する安全運
転管理者１名につき
4,200円、副安全運転管
理者１名につき2,800円
を負担するもの。

○ １団体
道路交通法第108条の2第
1項第1号

26,600 0 0 0 26,600
総務部
管財課

21
東京市町村総合事務組合
負担金（研修分）

職員の能力開発・向上・
育成のための職員研修費
用の負担

東京都市町村職員研修所
が行う職員研修事業に対
して負担金を支出する。

職員割5,793千円
均等割1,155千円

○ 1団体
・東京市町村総合事務組
合規約
・西東京市職員研修規則

6,948,000 0 0 0 6,948,000
総務部
職員課

22 通信教育研修経費助成金

職員の自己啓発及び資質
の向上を図るため通信教
育に要する経費を助成す
る。

通信教育の修了者に対し
て受講料の一部を助成す
る。

受講料の５割

○
受講者21人
修了者11人

西東京市職員通信教育研
修実施及び経費助成要綱

82,620 0 0 0 82,620
総務部
職員課
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23 各種研修負担金

各種研修負担金、自主研
修グループ助成金

各種研修及び研究等の経
費を助成する。

各種研修、自主研究
1,321千円を限度

○ ○

各種研修負
担金74件
第4ブロッ
ク共同研修
負担金1件
自主研究1
件

西東京市職員研修規則
自主研究グループ助成要
綱

1,153,001 0 0 0 1,153,001
総務部
職員課

24 職員福利厚生費交付金

互助会の事業を助成す
る。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成

16,500円×960人
（一般会計のみ） ○ 1団体

西東京市職員互助会に関
する条例、西東京市職員
互助会交付金要綱

13,792,193 0 0 0 13,792,193
総務部
職員課

25
東京都教職員互助会交付
金

都から派遣されている教
育委員会教育指導課職員
の互助会事業の運営を助
成する。

都から派遣されている教
育指導課職員２人分の交
付金

給料月額×1.3/1000×３

○ 1団体 職員派遣に関する協定 45,972 0 0 0 45,972
総務部
職員課

26
東京都人材支援事業団交
付金

都から派遣されている職
員の福利厚生事業の運営
を助成する。

都から派遣されている職
員３人分（教育指導課２
人分を含む）の交付金

費用負担対象事業の執行
実績×西東京市の在籍会
員数÷当該事業の利用可
能会員数

○ 1団体 職員派遣に関する協定 12,398 0 0 0 12,398
総務部
職員課

27 電子調達情報提供負担金

電子調達システムを使用
し、契約事務及び検査事
務の円滑な執行を行うた
め。

都内区市町村等が共同で
東京電子自治体共同運営
協議会を運営し、電子調
達システムの利用を行っ
ており、本システムを使
用して電子による入札参
加資格審査、入札を実施
している。

電子調達サービスの利用
に伴う負担金
【経営事項審査データ取
得に係る負担金】52,510
円
【CORINSデータ利用に係
る負担金】7,515円

○ １団体
東京電子自治体共同運営
協議会規約及び平成25年
度負担金取扱要領

61,741 0 0 0 61,741
総務部
契約課

28 防犯協会補助金

地域における犯罪及び少
年非行の防止等、明るい
住み良い街づくりに貢献
する。西東京市防犯協会
が実施する防犯活動に対
して、補助金を交付する
ことにより、市民生活の
安全確保に資することを
目的とする。

各種犯罪防止及び少年非
行の防止のための広報活
動・街頭活動（キャン
ペーン）・防犯パトロー
ル活動をする。

防犯講演会、地区防犯座
談会、駅頭防犯キャン
ペーン、非行防止少年野
球大会、広報車による巡
回広報など、各種防犯活
動に必要な経費について
補助する。

○ １団体
西東京市防犯協会補助金
交付要綱

1,310,000 0 0 0 1,310,000 危機管理室

29 防犯市民団体助成金

市内で防犯活動を行うた
めに自主的に設立された
防犯活動団体に対し、そ
の活動経費の一部を予算
の範囲内で補助すること
により、防犯活動の活性
化を推進することを目的
とする。

市内の防犯パトロールや
声かけ運動などに必要な
防犯活動資器材・施設使
用料・印刷製本費・物品
の購入経費・講演会等の
講師に対する謝礼の一部
を補助する。

各団体が購入した防犯活
動資器材等の費用の２分
の１以内、１団体上限20
万円

○ 15団体
西東京市防犯活動団体補
助金交付要綱

286,620 0 0 0 286,620 危機管理室
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）
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30 消防委託負担金

自治体ごとの単独消防で
は、消防力の有機的機能
が発揮できないなどの理
由により、消防に関する
事務を特別区の消防を管
理する都知事をして管理
させるため東京都に委託
する。

消防に関する事務で、非
常備消防及び消防水利を
除く事務委託に係る負担
金。

地方交付税法第11条の規
定により算出する委託市
町村の負担額に基づき算
出した額

○ １団体
消防事務委託に関する規
約

2,070,657,000 0 0 0 2,070,657,000 危機管理室

31
三多摩地区消防運営協議
会負担金

消防事務委託に伴う三多
摩地区の常備消防の運営
に関する都の消防計画に
ついて、知事に意見を具
申し、当該地区における
消防行政の円滑な運営と
消防力の強化を期する。

消防事務を委託した東京
都の市町村長及び議会議
長をもって組織してい
る。

会員市均等負担5,000円

○ １団体
東京都三多摩地区消防団
運営協議会会則

5,000 0 0 0 5,000 危機管理室

32
西東京防火防災協会補助
金

西東京防火防災協会が実
施する防火防災活動に対
して、協会の負担を軽減
し、もって災害のない安
全で住み良いまちづくり
の確保に資する。

防火防災協会の主催又は
他の団体等との共催によ
る災害予防活動又は協会
運営のための事務費等に
対し交付する。

予算の範囲内で補助
475,000円

○ １団体
西東京防火防災協会補助
金交付要綱

475,000 0 0 0 475,000 危機管理室

33 消防団運営交付金

消防団の円滑な維持運営
を実現し、自治体消防活
動の責務を果たす。

消防団の会議、訓練・研
修等及び消防団の維持運
営に関する経費に対し交
付する。

本部運営費
350,000円+12,000円×
226名
分団運営費
450,000円×12個分団

○ 13団体
西東京市消防団運営交付
金交付要綱

8,462,000 0 0 0 8,462,000 危機管理室

34
消防団員災害補償等市町
村負担金

東京都市町村消防団員等
公務災害補償条例に基づ
き、団員等が公務上の災
害を受けた場合にその災
害によって生じた損害を
補償し、合わせて被災団
員及びその遺族の生活安
定と福祉向上に寄与す
る。

団員への公務災害補償制
度、退職報償金制度等に
係る負担金

損害補償費負担金
　1,151,388円
退職報償金負担金
　4,684,800円
消防事務費負担金
　　687,789円

○ １団体

東京都市町村消防団員等
公務災害補償条例
東京市町村総合事務組合
規約

6,523,977 0 0 0 6,523,977 危機管理室

35 東京都消防協会負担金

都内消防団相互の連絡協
調並びに消防団員の知識
等の向上及び福利厚生を
図るとともに、東京都が
行う消防諸行事に参加協
力し、消防思想の普及を
徹底し災害を未然に防止
し、もって人類共同の福
祉増進に寄与する。

都内消防団をもって組織
している。

各団均等割+定員数割+世
帯数割
125,100円

○ １団体
一般社団法人東京都消防
協会定款

125,100 0 0 0 125,100 危機管理室
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36
三多摩消防団連絡協議会
負担金

三多摩地区内消防相互の
連絡協調並びに消防団員
の消防知識向上及び福利
厚生を図り、消防団の活
動を強化するとともに、
消防思想の普及等に寄与
する。

三多摩地区内市町村消防
団長及び副団長をもって
組織している。

各団均等割+人員割

○ １団体
東京都三多摩地区消防団
連絡協議会規約

124,000 0 0 0 124,000 危機管理室

37
北多摩地区消防団連絡協
議会負担金

地区内消防団の連絡協調
と団員の福祉増進並びに
消防技術の向上を図り、
消防団活動を強化すると
ともに、消防思想を普及
し、住民共同の福祉に寄
与する。

北多摩地区消防団をもっ
て組織している。

各団均等割160,000円

○ １団体
東京都北多摩地区消防団
連絡協議会会則

160,000 0 0 0 160,000 危機管理室

38
北多摩地区消防大会負担
金

消防団の連絡協調、団員
の士気高揚および技術向
上を図る。

北多摩地区消防団にて、
年１回実施する。

各団均等割50,000円

○ １団体
東京都北多摩地区消防団
連絡協議会会則

50,000 0 0 0 50,000 危機管理室

39
消火栓新設及び移設等負
担金

市町村はその区域内に消
火栓を設置した水道業者
に対し、その消火栓の設
置及び管理に要する費
用、その他その水道が消
防用に使用されることに
ともない増加した水道施
設の設置及び管理に要す
る費用につき、協議によ
り相当額を補償し、消防
活動に必要な最低限の消
防水利の充足に努める。

消火栓の設置、維持管理
等の費用を負担する。

設置費　　2,875,210円
管理費　21,918,322円

○ １団体
消防法、水道法、地方公
営企業法施行令

24,793,532 0 0 0 24,793,532 危機管理室

40 震災用井戸保存助成金

震災用井戸について、そ
の維持管理に必要な経費
の一部を負担することに
より、当該井戸の適正な
保存を図り、震災時その
他水道用水の補給が困難
となった場合において、
市民の生活用水の確保を
図る。

要綱に基づき、震災用井
戸に指定された所有者に
助成する。

毎年予算の範囲内
１件3,300円

○ 195件
西東京市震災用井戸保存
助成費交付要綱

643,500 0 0 0 643,500 危機管理室

41 防災市民組織助成金

地域における防災活動の
促進を図るため、自主的
に設立された防災市民組
織に対し、その活動経費
の一部を予算の範囲内で
補助する。

防災市民組織の防災資器
材等購入経費について交
付する。

購入経費の1/2の額（上
限20万円）。ただし、申
請額が予算額を上回った
場合は、補助額を調整す
る。

○ 38団体
西東京市防災市民組織補
助金交付要綱

2,822,363 0 0 0 2,822,363 危機管理室
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42
管理費及び修繕積立負担
金

ひばりヶ丘駅前出張所の
施設の管理に要する経費
に充てる。

敷地、全体共用部分等の
通常の管理に要する経費
（管理費）及び特別の管
理に要する経費（修繕積
立金）に充当

○ 1団体

建物の区分所有等に関す
る法律及びマンションの
管理の適正化の推進に関
する法律並びにマンショ
ンの建替えの円滑化等に
関する法律

1,049,667 0 0 0 1,049,667
市民部
市民課

43
東京都市町村戸籍住民基
本台帳事務協議会負担金

戸籍並びに住民基本台帳
に関する諸法令の研究及
び改善、進歩を図る。

戸籍・住民基本台帳制度
の運用に係る意見交換及
び職員対象の初級・中級
研修会等の開催

○ 1団体
東京都市町村戸籍住民基
本台帳事務協議会会則

6,000 0 0 0 6,000
市民部
市民課

44
東京都市町村戸籍住民基
本台帳事務協議会北多摩
支部負担金

戸籍並びに住民基本台帳
事務について研究協議
し、適確な事務処理及び
能率化を図る。

各ケースの研究及び研究
会の開催

○ 1団体
東京都市町村戸籍住民基
本台帳事務協議会北多摩
支部規約

2,000 0 0 0 2,000
市民部
市民課

45
全国都市国民年金協議会
負担金

国民年金事務を円滑かつ
国民年金法等の改正、事
務内容の調査・研究及び
研修等を期することを目
的とする。

国民年金法改正等に関す
る事務内容の調査・研究
及び研修等の事業

国民年金法改正等に関す
る事務内容の調査・研究
及び研修等のための必要
経費

○ １団体
全国組織・日本国民年金
協会定款

0 0 0 0 0
市民部
保険年金課

46
全国都市国保主管課長研
究協議会負担金

全国の都市の国民健康保
険主管課長が一堂に会
し、事業運営上の諸問題
を研究協議し、もって国
民健康保険事業の発展に
資する。

全国都市国保主管課長研
究協議会

参加者負担金

○

1団体
（国民健康
保険中央
会）

全国都市国保主管課長研
究協議会開催要領

4,000 0 0 0 4,000

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

47 職員福利厚生費交付金

職員の福利厚生のための
互助会事業への助成を目
的とする。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成 ○ 1団体

西東京市職員互助会に関
する条例

283,208 0 0 0 283,208

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

48
東京都国民健康保険団体
連合会保険者負担金

東京都国民健康保険団体
連合会事業の運営費の負
担

東京都全市区町村で連合
会運営費を負担する。

○ 1団体 国民健康保険法 3,182,392 0 0 0 3,182,392

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

49 特別徴収経由事務負担金

保険料を年金から特別徴
収する。

保険料を年金から特別徴
収するための事務経費負
担金 ○ 1団体 国民健康保険法 8,886 0 0 0 8,886

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

50
療養給付負担金（一般被
保険者療養給付費）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、自己
負担を除く医療費につい
て医療機関に支払うこと
を目的とする。

東京都国保連合会が医療
機関からの各保険者に対
する診療報酬の請求を、
保険者に代わり審査し、
医療機関への支払を行
う。

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 10,434,421,619 2,035,671,402 596,351,750 5,677,955,456 2,124,443,011

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計
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51
療養給付負担金（退職被
保険者等療養給付費）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、自己
負担を除く医療費につい
て医療機関に支払うこと
を目的とする。

東京都国保連合会が医療
機関からの各保険者に対
する診療報酬の請求を、
保険者に代わり審査し、
医療機関への支払を行
う。

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 560,973,187 0 0 427,388,275 133,584,912

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

52
療養費負担金（一般被保
険者療養費）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、自己
負担を除く医療費につい
て医療機関に支払うこと
を目的とする。

被保険者の一部負担を超
えた額を被保険者に支給

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 234,971,966 45,397,691 13,429,201 81,924,310 94,220,764

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

53
療養費負担金（退職被保
険者等療養費）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、自己
負担を除く医療費につい
て医療機関に支払うこと
を目的とする。

被保険者の一部負担を超
えた額を被保険者に支給

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 10,787,920 0 0 8,218,986 2,568,934

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

54
高額療養費（一般被保険
者高額療養費）

病気等で医療費の負担軽
減を目的とする。

被保険者の一部負担が限
度額を超えた場合、超え
た額を被保険者に支給

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 1,257,273,270 242,911,118 71,856,126 438,355,463 504,150,563

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

55
高額療養費（退職被保険
者等高額療養費）

病気等で医療費の負担軽
減を目的とする。

被保険者の一部負担が限
度額を超えた場合、超え
た額を被保険者に支給

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 79,286,759 0 0 60,406,151 18,880,608

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

56
高額介護合算療養費（一
般被保険者高額介護合算
療養費）

病気等で医療費の負担軽
減を目的とする。

被保険者世帯の年間の一
部負担及び介護を合算し
た額が限度額を超えた場
合、超えた額を按分し被
保険者に支給

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 1,342,425 259,363 76,723 468,044 538,295

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

57 出産育児一時金

保険者は、被保険者が出
産等した場合、保険給付
として支給する。

被保険者が出産（死産・
流産）した場合、請求に
より保険給付として支給
する。

１人390,000円。
産科医療補償制度加入分
娩機関30,000円加算
条例一部改正あり
（平成27年1月1日施行）
１人404,000円。
産科医療補償制度加入分
娩機関16,000円加算

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 100,488,790 0 0 0 100,488,790

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

58 葬祭費

保険者は、被保険者が死
亡した場合、保険給付と
して支給する。

被保険者が死亡した場
合、その葬祭を行なった
人からの申請により保険
給付として支給する。

１人50,000円

○ 244人 国民健康保険法 12,200,000 0 0 0 12,200,000

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

59
結核・精神医療給付金
（一般被保険者結核・精
神医療給付金）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、患者
負担の軽減を目的とす
る。

東京都国保団体連合会が
医療機関からの各保険者
に対する診療報酬の請求
を、保険者に代わり審査
し、医療機関への支払を
行う。

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 16,365,983 0 16,365,983 0 0

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

60
結核・精神医療給付金
（退職被保険者等結核・
精神医療給付金）

病気等で医療機関にか
かった費用額の内、患者
負担の軽減を目的とす
る。

東京都国保団体連合会が
医療機関からの各保険者
に対する診療報酬の請求
を、保険者に代わり審査
し、医療機関への支払を
行う。

○

1団体
（東京都国
民健康保険
団体連合
会）

国民健康保険法 536,960 0 536,960 0 0

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

61 後期高齢者支援金

後期高齢者医療制度を支
援し、高齢者の医療を確
保する。

社会保険診療報酬支払基
金
後期高齢者医療保険者に
交付

○ 1団体
高齢者の医療の確保に関
する法律

2,749,187,215 978,555,059 223,256,000 545,939,839 1,001,436,317

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

62
後期高齢者関係事務費拠
出金

後期高齢者医療制度を支
援し、高齢者の医療を確
保する。

社会保険診療報酬支払基
金
後期高齢者医療保険者に
交付する事務経費

○ 1団体
高齢者の医療の確保に関
する法律

195,389 9,734 0 0 185,655

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

63 前期高齢者納付金

各保険者の前期高齢者に
係る医療費の負担を平均
化する。

社会保険診療報酬支払基
金
前期高齢者の加入割合が
高い保険者に交付

○ 1団体
高齢者の医療の確保に関
する法律

1,951,814 363,379 105,424 0 1,483,011

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

64
前期高齢者関係事務費拠
出金

各保険者の前期高齢者に
係る医療費の負担を平均
化する。

社会保険診療報酬支払基
金
前期高齢者の加入割合が
高い保険者に交付する事
務経費

○ 1団体
高齢者の医療の確保に関
する法律

195,389 0 0 0 195,389

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

65 老人保健事務費拠出金

老人保健制度の長期安定
を図り長寿社会を確立さ
せるため

社会保険診療報酬支払基
金
全国の保険者及び国等の
拠出金をもとに運営

○ 1団体 国民健康保険法 98,537 0 0 0 98,537

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

66 介護納付金

介護保険制度の長期安定
を図り長寿社会を確立さ
せるため

社会保険診療報酬支払基
金
全国の保険者及び国等の
納付金をもとに運営

○ 1団体 国民健康保険法 1,188,624,404 399,658,809 95,774,000 6,176,075 687,015,520

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

67
高額医療費共同事業医療
費拠出金

医療技術の高度化や医療
給付体制の整備充実に伴
ない、高額な医療費の影
響を緩和するための制度

東京都国民健康保険団体
連合会
東京都の国保保険者及び
都の補助により運営

○ 1団体 国民健康保険法 420,659,291 105,164,822 105,164,822 0 210,329,647

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

68
保険財政共同安定化事業
拠出金

都道府県内の市町村国保
間の保険料の平準化、財
政の安定化を図るため、
30万円超の医療費につい
て、市町村国保の拠出に
よる共同事業制度

東京都国民健康保険団体
連合会
東京都国民健康保険団体
連合会が事業主体となり
運営

○ 1団体 国民健康保険法 1,566,480,177 0 0 0 1,566,480,177

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

69
その他共同事業拠出金経
費

医療技術の高度化や医療
給付体制の整備充実に伴
ない、高額な医療費の影
響を緩和するための制度

東京都国民健康保険団体
連合会
東京都の国保保険者及び
都の補助により運営

○ 1団体 国民健康保険法 3,591 0 0 0 3,591

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

70
特定健康診査・特定保健
指導国保連負担金

東京都国保連合会が行う
特定健康診査・特定保健
指導に関する事務に要す
る費用を会員が負担す
る。

東京都国民健康保険団体
連合会
東京都の国保保険者の補
助により運営

○ 1団体
高齢者の医療の確保に関
する法律

5,021,010 0 0 0 5,021,010

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計

71 保養所宿泊助成費

被保険者の健康の保持増
進を図ることを目的とす
る。

保養施設と契約して利用
者に対し一定額を市が補
助する。

大人（13歳以上）１泊
3,000円、子供（３～12
歳）１泊2,000円 ○

749人（延
べ利用者
数）

国民健康保険法 2,658,000 0 0 0 2,658,000

市民部
保険年金課
※国民健康保険特
別会計
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

72 特別徴収経由事務負担金

後期高齢者医療保険料特
別徴収に係る経由事務経
費を負担する。

年金保険者と市区町村間
の年金天引きに係るデー
タの授受が円滑に行われ
るよう国保中央会・国保
連合会がデータの分割・
集約を行う。この経由事
務経費を市が負担する。

１件２円90銭（介護保険
及び国民健康保険との按
分）

○ 1団体

保険料等の特別徴収に係
る経由事務負担金規程
（東京都国民健康保険団
体連合会）

28,942 0 0 0 28,942

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

73 葬祭費

被保険者が死亡したとき
に、当該被保険者の葬祭
を行なったものに対し、
葬祭費の一部を助成する
ことにより当該被保険者
の属する世帯の福祉の向
上を図ることを目的とす
る。

被保険者が死亡した場
合、その葬祭を行なった
人からの申請により保険
給付として支給する。

１人50,000円

○ 1,045人

西東京市後期高齢者医療
に関する条例
西東京市後期高齢者医療
葬祭費助成事業実施要綱

52,250,000 0 0 52,250,000 0

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

74 療養給付費負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

病気等で医療機関にか
かった費用額のうち、自
己負担を除く医療費につ
いての負担金 ○

1団体
（東京都後
期高齢者医
療広域連
合）

・東京都後期高齢者医療
広域連合規約
・東京都後期高齢者医療
広域連合関係区市町村負
担金規則

1,346,509,136 0 0 0 1,346,509,136

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

75 保険料等負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

各市区町村が被保険者か
ら徴収する保険料に係る
負担金

○

1団体
（東京都後
期高齢者医
療広域連
合）

・東京都後期高齢者医療
広域連合規約
・東京都後期高齢者医療
広域連合関係区市町村負
担金規則

2,054,730,200 0 0 2,054,730,200 0

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

76 保険基盤安定負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

低所得者等に対する保険
料軽減措置に係る負担金

都負担分3/4
市負担分1/4
都支出金は一般会計歳入

○

1団体
（東京都後
期高齢者医
療広域連
合）

・東京都後期高齢者医療
広域連合規約
・東京都後期高齢者医療
広域連合関係区市町村負
担金規則

285,080,793 0 213,810,594 0 71,270,199

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

77 広域連合事務費負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

広域連合の運営に必要な
事務費等に係る負担金

○

1団体
（東京都後
期高齢者医
療広域連
合）

・東京都後期高齢者医療
広域連合規約
・東京都後期高齢者医療
広域連合関係区市町村負
担金規則

59,195,947 0 0 0 59,195,947

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

78 保険料軽減措置負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

保険料軽減措置に係る負
担金

○

1団体
（東京都後
期高齢者医
療広域連
合）

・東京都後期高齢者医療
広域連合規約
・東京都後期高齢者医療
広域連合関係区市町村負
担金規則

122,511,952 0 0 0 122,511,952

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

79 前年度保険料等負担金

都道府県単位ですべての
市区町村が加入する広域
連合を運営主体とするた
め、運営に必要な経費を
各市区町村で負担する。

各市区町村が被保険者か
ら徴収する保険料に係る
負担金（前年度精算分）

○

1団体
（東京都後
期高齢者医
療広域連
合）

・東京都後期高齢者医療
広域連合規約
・東京都後期高齢者医療
広域連合関係区市町村負
担金規則

24,687,493 0 0 0 24,687,493

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

80 保養所宿泊助成費

西東京市が契約する保養
施設を西東京市後期高齢
者医療に関する条例第3
条に規定する被保険者の
利用に供することによ
り、被保険者の健康の保
持増進を図ることを目的
とする。

保養施設と契約して利用
者に対し一定額を市が補
助する。

１人１泊3,000円

○
621人（延
べ利用者
数）

西東京市後期高齢者医療
保険保養施設利用補助要
綱

2,382,000 0 0 2,373,000 9,000

市民部
保険年金課
※後期高齢者医療
特別会計

81 東京税務協会負担金

地方税財政制度の実務研
究、関係資料の収集、講
習及び納税思想の普及宣
伝等を行い税務行政の円
滑な運営に寄与し、地方
財政の確立に資すること
を目的とする。

・地方税財政制度の調査
研究
・講演会等の開催
・研究誌及び印刷物の頒
布
・納税思想の普及宣伝
・国、都及び区市町村の
税財政制度運営に関する
業務の協力

東京都及び区市町村が負
担する同協会の分担金を
市町村が均等割額と税収
割額によりその６分の１
を負担する。

○ １団体
公益財団法人　東京税務
協会「寄付行為第3章第5
条第3号」

70,000 0 0 0 70,000
市民部
市民税課

82
地方税電子化協議会負担
金

地方税の電子化を推進す
ることにより、納税者の
利便性の向上を図るとと
もに地方税務行政の高度
化及び効率化に寄与する
ことを目的とする。

・エルタックス（地方税
ポータルシステム）
・国税連携（確定申告
データを電子データとし
て市町村に送信）
・年金特徴の経由機関業
務

・エルタックス
　会費231,000円
　運用関係費1,944,000
円
  次期更改費177,000円
・国税連携関係費
372,000円
・経由機関システム運用
関係費456,000円
・統合様式作成費8,860
円

○ １団体

一般社団法人　地方税電
子化協議会
　「会費及び負担金規
則」

3,188,860 0 0 0 3,188,860
市民部
市民税課

83
資産評価システムセン
ター負担金

資産の状況及びその評価
の方法に関する調査研究
等を行い、もって国、地
方公共団体等の諸施策の
推進に資することを目的
とする。

・調査研究事業
・研修事業
・情報収集提供事業
・評価の均衡化・適正化
推進事業

『人口５万人以上20万人
未満の市』に該当する為
90,000円

○ １団体
財団法人資産評価システ
ム研究センター会員規程

90,000 0 0 0 90,000
市民部
資産税課

84
社会を明るくする運動実
施委員会補助金

罪を犯した者の更生に理
解を深め、明るい社会を
目指す同会の運営費を補
助することにより福祉の
向上を目指す。

同会の物品購入費、事務
費に関する経費を補助

西東京市社会を明るくす
る運動補助金交付要綱に
基づく事業費の補助
事業費　48,000円（上限
額）

○ １団体
西東京市社会を明るくす
る運動助成金交付要綱

48,000 0 0 0 48,000
健康福祉部
生活福祉課

12



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

85
全国民生委員児童委員連
合会負担金

本連合会の活動費用を負
担することにより、民生
委員又は区市民生委員児
童委員協議会の運営の支
援の促進を図る。

全国の民生委員児童委員
に対する広報事業、調査
研究等を行う同会に対
し、負担金を支出する。

700円×民生委員定員数
（当該年度４月１日現
在）

○ １団体
全国民生委員児童委員連
合会評議会において負担
額を決定した。

88,200 0 0 0 88,200
健康福祉部
生活福祉課

86
東京都民生児童委員連合
会負担金

本連合会の活動費用を負
担することにより、民生
委員又は区市民生委員児
童委員協議会の運営の支
援の促進を図る。

東京都の民生委員児童委
員に対する研修事業、調
査研究等を行う同会に対
し、負担金を支出する。

5,400円×民生委員現員
数（当該年度４月１日現
在及び当該年度新任者
数）

○ １団体
東京都民生委員連合会理
事会にて負担額を決定し
た。

729,000 0 0 0 729,000
健康福祉部
生活福祉課

87
民生委員児童委員協議会
補助金

本協議会の事業の運営に
要する経費を補助するこ
とにより、同協議会の円
滑な運営を図り、もって
本市の地域福祉の推進に
資することを目的とす
る。

同会の研修費、事務費等
に関する経費

西東京市民生委員児童委
員協議会運営費等補助金
交付要綱に基づく本協議
会の運営に要する経費の
補助
（補助基準額）
協議会運営事業費
506,000円
地区協議会活動事業費
1,180,000円
部会等活動事業費
140,000円

○ １団体
西東京市民生委員児童委
員協議会運営費等補助金
交付要綱

1,826,000 0 0 0 1,826,000
健康福祉部
生活福祉課

88
北多摩地区保護観察協会
負担金

本協会の経費を負担する
ことにより、北多摩地区
内の犯罪予防更生事業の
強化を図り、地域社会の
健全育成に寄与するた
め。

北多摩地区内の犯罪予防
更生事業の強化を図り、
地域社会の健全育成に寄
与するために、同地域内
17市が負担金を支出す
る。

管内の市の負担額
当該年度の前年の10月１
日現在の人口（外国人登
録を除く。）に7円を乗
じた額

○ １団体
北多摩地区17市の市長会
にて負担額を決定した。

1,361,717 0 0 0 1,361,717
健康福祉部
生活福祉課

89
北多摩北地区保護司会西
東京分区補助金

本団体に補助金を交付す
ることにより保護司の使
命達成に資する事業及び
活動を推進し、もって地
域の犯罪・非行の予防に
資する。

同会の研修費、広報費、
事務費に関する経費

北多摩北地区保護司会西
東京分区運営費等補助金
交付要綱に基づく補助
（補助基準額）
事務費　85,000円
事業費　275,000円

○ １団体
北多摩北地区保護司会西
東京分区運営費等補助金
交付要綱

324,000 0 0 0 324,000
健康福祉部
生活福祉課

90
地域社会福祉協議会運営
費補助金

社会福祉協議会の運営に
要する経費の一部を補助
することにより住民参加
の地域福祉活動を促進
し、地域社会の福祉水準
の向上を図る。

人件費、管理運営費、普
及宣伝、福祉行事、低所
得者世帯援護、在宅福祉
サービス事業、ふれあい
のまちづくり推進事業、
チェアーキャブ運行事業
等

社会福祉法人西東京市社
会福祉協議会に対する運
営費等補助金交付要綱に
基づく社会福祉協議会運
営事業費その他個別の事
業に要する経費の補助

○ １団体
社会福祉法人西東京市社
会福祉協議会に対する運
営費等補助要綱

170,720,000 0 3,400,000 0 167,320,000
健康福祉部
生活福祉課

13



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

91
シルバー人材センター運
営費補助金

シルバー人材センターの
運営に要する経費の一部
を補助することにより、
健全な運営を確保し、高
齢者の生きがいとしての
働く場を提供し、もって
高齢者福祉及び地域福祉
の向上に寄与する。

運営事業（職員の任用、
管理運営業務）、就業機
会拡大支援事業

公益社団法人西東京市シ
ルバー人材センターに対
する運営費等補助金交付
要綱に基づく運営費（人
件費等）及び公益目的事
業費のの補助

○ １団体

高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律
東京都シルバー人材セン
ター事業補助金交付要綱
公益社団法人西東京市シ
ルバー人材センター運営
費等補助金交付要綱

43,790,321 0 0 0 43,790,321
健康福祉部
生活福祉課

92
全国シルバー人材セン
ター協会賛助会員負担金

シルバー事業の普及啓発
事業、研修事業等を行う
同会に対し、賛助会員負
担金を支出する。

この協会の会費を負担す
ることにより区市シル
バー人材センターの円滑
な運営及び健全な発展を
図り、もって高齢者の福
祉の増進に資することを
目的とする。

区市町村が本協会の賛助
会員となっており、その
会費を負担する。
会費　年５万円

○ １団体
社団法人全国シルバー人
材センター事業協会会費
規程

50,000 0 0 0 50,000
健康福祉部
生活福祉課

93
評価受審費補助金（福祉
サービス第三者評価）

東京都が実施している福
祉サービス第三者評価シ
ステムを活用し、広く普
及させ、もって利用者本
位の福祉の実現を図り、
市民の福祉の向上に資す
ることを目的とし、補助
金を交付する。

市内の福祉サービス提供
事業者（都が定めた評価
実施対象サービス）が都
の認証評価機関による第
三者評価を実施し、評価
内容を公表することに同
意した場合、交付要綱に
基づき補助金を交付す
る。

市内の福祉サービス提供
事業者が都の認証評価機
関による第三者評価を受
審した際の受審費の補助
をする。
１サービス上限15万円。
ただし、認知症高齢者グ
ループホームは上限60万
円

○ 21事業所

・社会福祉法第78条（福
祉サービス提供事業者の
努力義務）
・西東京市福祉サービス
第三者評価受審費補助金
交付要綱

5,312,000 0 4,412,000 0 900,000
健康福祉部
生活福祉課

94 後見等報酬助成費

後見等報酬費用の負担が
困難な者に対し、後見人
等に支払う報酬相当額を
助成することにより、成
年後見制度の推進を図
り、もって判断能力が低
下した者の権利を擁護す
る。

西東京市後見等報酬費用
の助成等に関する要綱に
基づき、市長申立てによ
り成年被後見人、被保佐
人又は被補助人となった
者が、生活保護法（昭和
25年法律第144号）に規
定する被保護者、後見等
報酬費用を支払うことに
より生活保護法による保
護の基準を下回る者に後
見等報酬費用を助成す
る。

西東京市後見等報酬費用
の助成等に関する要綱に
基づく生活保護基準を上
限とした報酬相当額の助
成

〇 ４人
西東京市後見等報酬費用
の助成等に関する要綱

889,802 0 444,000 0 445,802
健康福祉部
生活福祉課

95 生活協力員家賃補助金

シルバーピアの入居者が
安全かつ快適な生活を営
むことができるよう緊急
時の対応等のサービスを
提供するために設置する
生活協力員の家賃補助

都営住宅シルバーピアの
生活協力員家賃を補助す
る。

家賃相当分

○ 3人
シルバーピア生活援助員
等設置要綱

3,506,400 0 0 0 3,506,400
健康福祉部
高齢者支援課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
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（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

96 生活協力員研修費負担金

シルバーピアの入居者が
安全かつ快適な生活を営
むことができるよう緊急
時の対応等のサービスを
提供するために設置する
生活協力員の研修

財団法人高齢者住宅財団
が主催する研修に生活協
力員を派遣する場合必要
な負担金を補助する。

11,000円×５人

○ 5人
シルバーピア生活援助員
等設置要綱

55,000 0 27,500 0 27,500
健康福祉部
高齢者支援課

97
住宅改修理由書作成業務
助成費

介護保険の住宅改修理由
書作成の手続業務が無報
酬のため支援措置を行う
ため。

契約関係のない介護保険
認定者の住宅理由書作成
業務を行った、介護支援
専門員、作業療法士、理
学療法士、住環境コー
ディネーター２級以上の
資格取得者及び東京都高
齢者住宅改修アドバイ
ザー研修の終了者を雇用
する事業所に対して、補
助金を交付する。

1件2,000円

○
述べ
27件

住宅改修理由書作成業務
助成金交付要綱

54,000 0 0 0 54,000
健康福祉部
高齢者支援課

98 老人クラブ運営費補助金

市内の高齢者クラブが行
う活動に対して、その事
業費の一部を補助し、地
域高齢者福祉の増進を図
る。
※本市では、老人福祉法
に基づく老人クラブを
「高齢者クラブ」という
名称で活動しています。

社会奉仕活動，教養の向
上，健康増進への取り組
みに等に対して補助金を
交付する。

単位クラブの人数区分に
よる額及び月額＠100円
×加入会員数

○ 44団体
老人クラブ等運営費補助
金交付要綱

16,286,709 0 8,307,000 0 7,979,709
健康福祉部
高齢者支援課

99
老人クラブ連合会運営費
補助金

市内の高齢者クラブ連合
会が行う活動に対して、
その事業費の一部を補助
し、地域高齢者福祉の増
進を図る。

社会奉仕活動，教養の向
上，健康増進への取り組
みに等に対して補助金を
交付する。

年200万円

○ １団体
老人クラブ等運営費補助
金交付要綱

2,000,000 0 227,000 0 1,773,000
健康福祉部
高齢者支援課

100
老人ホーム等建設費補助
金

老人ホーム等の建設の促
進，健全な運営及び高齢
者の福祉の増進を図る。

民間法人の行う特養ホー
ム及び在宅サービスの建
設に対し、市が補助する
ことにより一定のベット
数を確保する。

○ 7件
西東京市特別養護老人
ホーム等補助金交付要綱

87,734,707 0 0 0 87,734,707
健康福祉部
高齢者支援課

101
老人保健施設等建設費補
助金

介護老人保健施設の整備
を促進し、もつて医療環
境と老人福祉の向上を図
る。

市内に建設された老人保
健施設が地域の在宅介護
支援に貢献していくため
に、建設費の一部を助成
する。

○ 2件
介護老人保健施設整備費
補助金交付要綱

2,842,608 0 0 0 2,842,608
健康福祉部
高齢者支援課

15



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）
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（円）
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事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

102
小規模多機能型居宅介護
施設整備事業費補助金

介護保険事業計画に基づ
き、介護保険施設整備の
促進を図る。

地域密着型サービス事業
者として選定された場合
で、公的補助金を申請し
交付決定を受け、指定事
業者として認められた事
業者に対し助成する。

　新たに市内に開設され
る地域密着型サービス事
業所の開設準備に要する
経費の一部を市が補助す
る。
　定員数（小規模多機能
型居宅介護事業所にあっ
ては宿泊できる定員数）
×600千円

○ 2団体

西東京市地域密着型サー
ビス施設開設準備経費助
成特別対策事業補助金交
付要綱

6,000,000 0 6,000,000 0 0
健康福祉部
高齢者支援課

103
認知症高齢者グループ
ホーム整備事業費補助金

介護保険事業計画に基づ
き、介護保険施設整備の
促進を図る。

地域密着型サービス事業
者として選定された場合
で、公的補助金を申請し
交付決定を受け、指定事
業者として認められた事
業者に対し助成する。

　新たに市内に開設され
る地域密着型サービス事
業所の開設準備に要する
経費の一部を市が補助す
る。
　定員数（小規模多機能
型居宅介護事業所にあっ
ては宿泊できる定員数）
×600千円

○ 2団体

西東京市地域密着型サー
ビス施設開設準備経費助
成特別対策事業補助金交
付要綱

21,600,000 0 21,600,000 0 0
健康福祉部
高齢者支援課

104
介護保険利用者負担軽減
（国制度・社会福祉法人
等）

低所得者で生計困難な人
の介護保険サービス利用
の促進を図る。

社会福祉法人等が生計困
難な低所得者に対して
サービス利用料を軽減し
た場合、当該社会福祉法
人に軽減に要した費用の
一部を助成する。

利用料の軽減を実施した
社会福祉法人等に対して
軽減に要した費用の２分
の１を助成 ○

4団体
（5人）

西東京市社会福祉法人等
の生計困難者に対する利
用者負担額軽減措置事業
実施要綱

125,393 0 69,000 0 56,393
健康福祉部
高齢者支援課

105
介護保険利用者負担軽減
（都制度・介護サービス
提供事業者）

低所得者で生計困難な人
の介護保険サービス利用
の促進を図る。

介護サービス提供事業者
が生計困難な低所得者に
対してサービス利用料を
軽減した場合、当該介護
サービス提供事業者に軽
減に要した費用の一部を
助成する。

利用料の軽減を実施した
介護サービス提供事業者
に対して軽減に要した費
用の２分の１を助成

○
2団体
（1人）

西東京市介護保険サービ
ス提供事業者の生計困難
者に対する利用者負担額
軽減措置事業実施要綱

12,978 0 6,000 0 6,978
健康福祉部
高齢者支援課

106
介護保険利用者負担軽減
（市制度）

低所得者で生計困難な人
の訪問看護のサービス利
用料を軽減し、医療的な
ケアが必要で在宅療養生
活を送る高齢者を支援す
る。

生計困難な低所得者が訪
問看護を利用した場合、
自己負担額を軽減するた
め、費用の一部を助成す
る。

介護保険の訪問看護を利
用した場合、自己負担額
の４分の１を補助

○ 14人

西東京市介護保険訪問看
護利用者負担軽減補助金
交付要綱

78,068 0 0 0 78,068
健康福祉部
高齢者支援課

107 三市運営協議会負担金

介護老人福祉施設並びに
デイケアセンターを協同
で利用するため、施設の
助成及び運営に必要な事
項を協議すること。

武蔵野市・小金井市及び
西東京市において、協議
及び合同研修会等を実施
し高齢福祉施策の資質を
高める。

負担金３万円

○ 1団体

武蔵野市，小金井市及び
西東京市による老人福祉
施設協同利用事業運営協
議会規約

30,000 0 0 0 30,000
健康福祉部
高齢者支援課

108 職員福利厚生費交付金

職員互助会の事業を助成
する。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成

16,500円×24人=396,000
円
超過交付返還金△56,151
円

○ 1団体
西東京市職員互助会に関
する条例

339,849 0 0 0 339,849

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

16



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

109 特別徴収経由事務負担金

年金保険者と市間の年金
天引きに係るデータ授受
が円滑に行われるよう国
保中央会・国保連合会が
行う経由事務の負担金を
支払う。

年金保険者と市間の年金
天引きに係るデータ授受
に関し、国保中央会・国
保連合会がデータの分
割・集約を行う。この経
由事務にかかる事務経費
について市が負担する。

○ １団体

保険料等の特別徴収に係
る経由事務負担金規程
（東京都国民健康保険団
体連合会）

73,252 0 0 0 73,252

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

110 研修会参加負担金

介護認定調査等に従事す
る専門職員の介護支援専
門員の更新研修等を行
う。

厚生労働省令で定める更
新研修及び受験
その他研修

介護支援専門員実務研修
受講試験受験料
9,600円×３人
介護支援専門員実務研修
参加負担金
26,560円×２人
介護支援専門員の登録及
び介護支援専門員証交付
手数料
2,620円×１名

○ １団体

介護保険法
東京都認定調査員研修実
施要綱

79,680 0 0 0 79,680

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

111
居宅介護サービス等保険
給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態等に関して必要
な保険給付を行う。

介護保険における居宅介
護サービス（訪問介護、
通所介護、入浴サービス
等）、福祉用具の購入
費、住宅改修費

サービス利用した場合、
費用の9割を給付

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 6,943,185,805 1,663,515,734 931,733,378 3,480,073,498 867,863,195

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

112
施設介護サービス等保険
給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態に関して必要な
保険給付を行う。

介護保険における介護老
人福祉施設等の施設介護
サービス

サービス利用した場合、
費用の9割を給付

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 4,014,884,279 797,991,900 702,604,748 2,012,427,096 501,860,535

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

113
地域密着型介護サービス
等保険給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態に関して必要な
保険給付を行う。

高齢者が住み慣れた地域
での生活を継続する為生
活圏域ごとのサービス

サービス利用した場合、
費用の9割を給付

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 830,615,599 206,887,720 103,782,777 416,162,325 103,782,777

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

114
特定入所者介護サービス
等費

低所得者が、介護保険施
設などを利用した際に支
払う、食費と居住費（滞
在費）の自己負担の急騰
を防ぐ。

介護保険法の改正
（H.17.10.1施行）によ
り、食費や居住費（滞在
費）が保険給付の対象か
ら除外され自己負担に
なったことに伴う、低所
得者の負担の軽減

食費及び居住費（滞在
費）の基準費用額（厚生
労働大臣が定める）から
所得の状況に応じて定め
られた負担限度額を控除
した額を補助

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 368,201,117 74,509,692 63,108,561 184,557,724 46,025,140

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

17



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

115
介護予防サービス等保険
給付費

介護保険の被保険者が要
支援状態に関して必要な
保険給付を行う。

介護保険における居宅支
援サービス（訪問介護、
通所介護、入浴サービス
等）、福祉用具の購入
費、住宅改修費

サービス利用した場合、
費用の9割を給付

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 531,624,426 130,692,720 68,006,364 266,472,289 66,453,053

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

116
地域密着型介護予防サー
ビス等保険給付費

介護保険の被保険者の要
介護状態に関して必要な
保険給付を行う。

高齢者が住み慣れた地域
での生活を継続する為生
活圏域ごとのサービス

サービス利用した場合、
費用の9割を給付

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 811,606 201,894 101,451 406,810 101,451

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

117
特定入所者介護予防サー
ビス等費

低所得者が、ショートス
テイを利用した際に支払
う、食費と滞在費の自己
負担の急騰を防ぐ。

介護保険法の改正
（H.17.10.1施行）によ
り、食費や滞在費が保険
給付の対象から除外され
自己負担になったことに
伴う、低所得者の負担の
軽減

食費及び滞在費の基準費
用額（厚生労働大臣が定
める）から所得の状況に
応じて定められた負担限
度額を控除した額を補助 ○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 123,580 30,742 15,448 61,942 15,448

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

118
高額介護サービス等保険
給付費

介護保険のサービスの利
用料が高額となリ、利用
者の家計の著しい負担と
なるのを防ぐ。

介護保険における居宅介
護サービス、施設介護
サービス、居宅支援サー
ビスの自己負担の軽減

１割の自己負担が一定額
を超えた場合、その超え
た部分を補助

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 251,607,929 62,589,581 31,450,991 126,116,366 31,450,991

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

119
高額医療合算介護サービ
ス等保険給付費

介護保険のサービスの利
用料が高額となリ、利用
者の家計の著しい負担と
なるのを防ぐ。

介護保険と医療保険にお
ける居宅介護サービス、
施設介護サービス、居宅
支援サービスの自己負担
の軽減

世帯内で一定額を超えた
場合、その超えた部分を
補助

○

要介護認定
者数
9,195人
（平成26年
度末）

介護保険法 38,494,765 9,575,895 4,811,846 19,295,178 4,811,846

健康福祉部
高齢者支援課
※介護保険特別会
計

120
北多摩北部地域高次脳機
能障害者支援ネットワー
ク協議会負担金

西東京市、小平市、東村
山市、東久留米市、清瀬
市の5市の障害福施策担
当部署や医療機関等で協
議会を構成、協議会は、
困難な課題を抱えている
高次脳機能障害者とその
家族を地域で支え、その
生活の質の向上に資する
ことを目的としている。

＊講演会や症例検討会等
の人材養成事業
＊ネットワーク構築及び
特に在宅時の支援を充実
するための方策検討
＊当事者・家族会の支援

協議会の活動に要する経
費は、５市の障害福祉担
当部署負担金をもって充
てる。
１団体30,000円

○ 1団体
北多摩北部地域　高次脳
機能障害者支援ネット
ワーク協議会規約

30,000 0 0 0 30,000
健康福祉部
障害福祉課

18



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

121 自動車運転教習費補助金

心身障害者が自動車運転
免許を取得する際に要す
る費用の一部を助成する
ことにより、心身障害者
の日常生活の利便及び生
活圏の拡大を図り、その
福祉の増進に資する。

心身障害者が自動車運転
免許を取得する際に要す
る費用の一部を助成す
る。
18歳以上の心身障害者
で、道路交通法施行規則
第23条に定める適性試験
に合格し、かつ、次のい
ずれにも該当する方
①　身体障害者手帳１級
～３級の方（ただし、内
部障害については４級、
下肢または体幹機能障害
は５級以上で歩行が困難
な方）愛の手帳１度～４
度の方
②　西東京市に引き続き
３月以上住所を有し、所
得が一定額以内であるこ
と

経費の一部
123,600円～164,800円

○ 3人
西東京市心身障害者自動
車運転教習費補助事業実
施要綱

481,000 0 0 0 481,000
健康福祉部
障害福祉課

122
知的障害者更生施設建設
費補助金

知的障害者更生施設入所
待機者の緩和、緊急一
時、ショートステイ事業
の充実を図ることを目的
とする。

心身障害者施設の施設整
備経費を補助する。

建設費の一部

○ 1施設
西東京市心身障害者施設
補助金交付要綱

3,000,000 0 0 0 3,000,000
健康福祉部
障害福祉課

123
地域福祉団体等振興事業
費（福祉団体運営費補助
金）

西東京市における福祉団
体の育成並びに福祉の向
上に寄与することを目的
とする。

西東京市における福祉団
体の運営に対し、その経
費の一部を助成する。

団体の整備拡充、管理運
営等に要する経費の一部

○ 8団体
西東京市福祉団体運営費
補助金交付要綱

3,956,288 0 1,978,000 0 1,978,288
健康福祉部
障害福祉課

124
地域福祉団体等振興事業
費（地域福祉振興事業運
営費補助金）

地域福祉の振興を図るこ
とを目的とする。

西東京市において活動を
する福祉団体が行う地域
福祉振興事業に対し、経
費の一部を補助する。

在宅福祉事業の運営に要
するコーディネーター人
件費、需用費、役務費、
使用料及び賃借料、備品
購入費等の一部

○
2団体 西東京市地域福祉振興事

業運営費補助金交付要綱
3,500,000 0 0 0 3,500,000

健康福祉部
障害福祉課

125
グループホーム等防火設
備整備費補助金

グループホーム等の運営
を行う法人が防火設備を
整備することを促し、よ
り安全なグループホーム
等を整備することを目的
とする。

障害者のグループホーム
が防火設備を新規に整備
する際に経費の補助を行
う。

経費の一部又は全部

○ 2施設
西東京市障害者グループ
ホーム等防火設備整備費
補助金交付要綱

1,170,000 0 0 0 1,170,000
健康福祉部
障害福祉課

126
日中活動系サービス推進
事業費補助金

日中活動系サービスを利
用する障害者の福祉の向
上を図ることを目的とす
る。

日中活動系サービスの実
施に要する費用の一部を
補助する

１ 基本補助額：17,000
円×年間延べ登録者数
（定員が上限）
２ その他、メニュー選
択式加算、障害者等雇用
加算
３ 福祉サービス第三者
評価の受審経費補助
600,000円

○ 9施設
西東京市障害者日中活動
系サービス推進事業費補
助金交付要綱

72,936,000 0 72,936,000 0 0
健康福祉部
障害福祉課

19



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

127
家賃助成費（日中活動系
サービス事業所家賃助成
事業）

西東京市内で日中活動系
サービス事業を実施する
事業所を運営する指定障
害福祉サービス事業者に
対し、当該事業所の家賃
等の全部又は一部を補助
することにより、日中活
動系サービス事業の運営
の安定化を図ることを目
的とする。

日中活動系サービス事業
を実施する事業所に係る
家賃等の全部又は一部の
補助を行う。

１ヶ月１事業所
　上限75,000円

○ 5施設

平成26年度西東京市日中
活動系サービス事業所家
賃助成事業補助金交付要
綱

4,288,000 0 0 0 4,288,000
健康福祉部
障害福祉課

128 献血推進協議会補助金

同会の活動を強化し、血
液の供給体制の円滑化と
献血制度の適正な運営を
確保する。

献血者への粗品代や同会
の事務費等に関する経費
を補助 ○ １団体

西東京市献血推進協議会
運営費等補助金交付要綱

807,611 0 0 0 807,611
健康福祉部
健康課

129 昭和病院分担金

組織市（小金井市、小平
市、東村山市、東久留米
市、清瀬市、東大和市、
武蔵村山市及び西東京
市）の住民の健康を保持
する。

医療法に定める公的医療
機関としての病院の設置
及び管理に関する事務、
これに関連する保健衛生
事務を共同処理する。

事業収入、補助金、都負
担金その他の収入による
もののほか、組織市の分
賦金をもって支弁する。
経常算出分（均等割
11％、患者割87％、人口
割２％）、補助制度改正
分

○ １団体 昭和病院組合規約 214,169,000 0 0 0 214,169,000
健康福祉部
健康課

130
救急業務連絡協議会負担
金

救急病院及び救急診療
所、救急協力医療機関並
びに救急関係機関と消防
署との連絡を密にして、
救急業務の適正化、円滑
化を図る。

目的を達成するための事
業に要するための会費

会費50,000円

○ １団体
西東京救急業務連絡協議
会規約

50,000 0 0 0 50,000
健康福祉部
健康課

131
専用水道事務等委託負担
金

水道法に規定する専用水
道及び簡易専用水道、小
規模貯水槽水道等及び飲
用に供する井戸等の衛生
確保

水道法に規定する専用水
道及び簡易専用水道、小
規模貯水槽水道等及び飲
用に供する井戸等の衛生
を確保することにより、
市民が安全で快適な日常
生活を送れる。

水道法に規定する専用水
道及び簡易専用水道、小
規模貯水槽水道等及び飲
用に供する井戸等の衛生
確保に関する事務の管理
及び執行に要する経費

○ １団体
西東京市専用水道事務等
の事務委託に関する規約

3,722,351 0 0 0 3,722,351
健康福祉部
健康課

132 母子団体補助金

母子及び寡婦家庭の交流
並びに団体の育成を図る
ことで、母子福祉及び寡
婦福祉の向上を図る。

母子及び寡婦福祉団体に
対して、その団体が企画
するレクリエーション事
業等に係る経費の一部を
補助する。

補助額　150,000円

○ 1件
西東京市母子及び寡婦福
祉団体補助金交付要綱

150,000 0 75,000 0 75,000
子育て支援部
子育て支援課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源
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133 幼稚園就園奨励費補助金

私立幼稚園に在籍する幼
児の保護者に対して補助
することにより保護者の
負担を軽減し、幼児教育
の振興と充実を図ること
を目的とする。

私立幼稚園に在籍する幼
児の保護者に対して、市
民税の所得割課税額に基
づく階層区分の補助金額
の範囲内において補助を
行う。（第１子・第２
子・第３子以降で補助金
額が異なる）

所得割課税額の階層区分
及び補助金額は、国の基
準に準じる。

○ 2,259件
西東京市私立幼稚園等就
園奨励費補助金交付要綱

292,683,940 72,542,000 0 0 220,141,940
子育て支援部
子育て支援課

134
類似施設就園奨励費補助
金

幼稚園類似施設に在籍す
る幼児の保護者に対して
補助することにより保護
者の負担を軽減し、幼児
教育の振興と充実を図る
ことを目的とする。

幼稚園類似施設に在園し
ている園児の保護者に対
し、市民税の所得割課税
額に基づく階層区分の補
助金額の範囲内において
補助を行う（第１子・第
２子・第３子以降で補助
金額が異なる。）。

所得割課税額の階層区分
は国の基準に準じ、補助
金額は、市の単独補助に
よる。

○ 70件
西東京市私立幼稚園等就
園奨励費補助金交付要綱

2,059,860 0 0 0 2,059,860
子育て支援部
子育て支援課

135 私立幼稚園保護者補助金

私立幼稚園に在籍する幼
児の保護者に対して補助
することにより保護者の
負担を軽減し、幼児教育
の振興と充実を図ること
を目的とする。

幼稚園に在園している幼
児の保護者に対して市民
税の所得割課税額に基づ
く補助区分により補助す
る（第１子・第２子以降
で補助金額が異な
る。）。

所得割課税額の補助区分
は、都に準じる。
補助金額（月額）は、都
基準＋5,200円 ○ 24,836件

西東京市私立幼稚園等園
児保護者負担軽減事業費
補助金交付要綱

290,005,900 0 105,768,300 0 184,237,600
子育て支援部
子育て支援課

136 類似施設保護者補助金

幼稚園類似施設に在籍す
る幼児の保護者に対して
補助することにより保護
者の負担を軽減し、幼児
教育の振興と充実を図る
ことを目的とする。

幼稚園類似の施設に在園
している幼児の保護者に
対して市民税の所得割課
税額に基づく補助区分に
より補助する（第１子・
第２子以降で補助金額が
異なる。）。

所得割課税額の補助区分
は、都に準じる。
補助金額（月額）は、都
基準＋5,200円 ○ 974件

西東京市私立幼稚園等園
児保護者負担軽減事業費
補助金交付要綱

11,798,700 0 4,513,500 0 7,285,200
子育て支援部
子育て支援課

137
無認可幼児施設保護者補
助金

無認可幼児施設に在籍す
る幼児の保護者に対して
補助することにより保護
者の負担を軽減し、幼児
教育の振興と充実を図る
ことを目的とする。

無認可幼児施設に通園さ
せている世帯に対して月
額5,200円を補助する。

月額5,200円

○ 330件
西東京市私立幼稚園等園
児保護者負担軽減事業費
補助金交付要綱

1,716,000 0 0 0 1,716,000
子育て支援部
子育て支援課
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138
私立幼稚園等補助金
（私立幼稚園）

私立幼稚園に対して補助
金を交付することによ
り、幼児教育の振興及び
充実を図ることを目的と
する。

私立幼稚園が、園児教育
の向上及び充実を図るこ
とを目的として実施する
有益性のある事業、教職
員の資質の向上と教育内
容の充実を目的として実
施する事業及び園児の健
康を維持することを目的
として実施する事業に要
する経費の一部を補助す
る。

補助金は、毎年度予算の
範囲内

○ 13園
西東京市私立幼稚園補助
金交付要綱

5,162,000 0 0 0 5,162,000
子育て支援部
子育て支援課

139
私立幼稚園等補助金
（認定こども園）

認定こども園に対し運営
費等の一部を補助するこ
とにより、就学前の子ど
もに対して教育、保育等
の総合的な提供の推進を
図ることを目的とする。

東京都認定こども園の認
定基準に関する条例に基
づき設置する認定こども
園に対し、運営費等の一
部（東京都認定こども園
運営費等補助金交付要綱
別表に掲げる項目）を補
助する。

補助金は、毎年度予算の
範囲内

○ 6園
西東京市認定こども園補
助金交付要綱

8,651,000 2,101,000 4,812,000 0 1,738,000
子育て支援部
子育て支援課

140
私立幼稚園類似施設補助
金

私立幼稚園類似施設に対
して補助金を交付するこ
とにより、幼児教育の振
興及び充実を図ることを
目的とする。

私立幼稚園類似施設が、
園児教育の向上及び充実
を図ることを目的として
実施する有益性のある事
業、教職員の資質の向上
と教育内容の充実を目的
として実施する事業及び
園児の健康を維持するこ
とを目的として実施する
事業に要する経費の一部
を補助する。

補助金は、毎年度予算の
範囲内

○ 3施設
西東京市私立幼稚園類似
施設補助金交付要綱

660,000 0 0 0 660,000
子育て支援部
子育て支援課

141
私立幼稚園預かり保育推
進補助金

私立幼稚園における預か
り保育の拡充を図る。

補助金の対象となる事業
は、私立幼稚園が幼稚園
教育要領に定める教育時
間を超えて預かり保育を
する際に担当する教職員
を配置して幼稚園自らが
実施する預かり保育事業

補助金は、毎年度予算の
範囲内

○ 12園
西東京市私立幼稚園預か
り保育推進補助金交付要
綱

4,753,427 0 0 0 4,753,427
子育て支援部
子育て支援課
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142
評価受審費補助金（認証
保育所）

利用者に対してサービス
の向上を図る。

保育サービスの内容や
質、経営や組織のマネジ
メントの力量等を評価す
る。

第三者評価受審費の補助

○ 11施設
西東京市福祉サービス第
三者評価受審費補助金交
付要綱

5,777,000 0 5,777,000 0 0
子育て支援部
保育課

143 保育所市補助分

民間事業者が運営する保
育所の保育内容及び運営
の充実を図る。

西東京市民間事業者保育
所運営費補助金交付要綱
に基づき市単独の補助金
を交付する。

保育所運営費及び人件費
の補助

○
管内10施設
管外20施設

西東京市民間事業者保育
所運営費補助金交付要綱

105,745,870 0 0 0 105,745,870
子育て支援部
保育課

144 延長保育事業費補助金

民間事業者が運営する保
育所の保育内容及び運営
の充実を図り、延長保育
事業を円滑に実施し、乳
幼児の福祉の向上を図
る。

西東京市延長保育事業補
助要綱に基づき補助金を
交付する。

延長保育事業における人
件費の補助

○ 11施設
西東京市延長保育実施要
綱、西東京市延長保育事
業補助金交付要綱

17,895,721 0 13,111,000 0 4,784,721
子育て支援部
保育課

145
民間保育所施設整備補助
金

民間保育所の施設整備に
要する費用の一部を補助
することにより保育所の
設置、建て替え等を推進
する。

西東京市民間保育所施設
整備補助金交付要綱に基
づき補助金を交付する。

新設事業又は老朽化した
民間保育所改築及び改修
に係る経費 ○ 2施設

西東京市民間保育所施設
整備補助金交付要綱

207,623,163 0 184,553,000 0 23,070,163
子育て支援部
保育課

146
非常通報装置整備費補助
金（民間保育所）

防災整備の安全強化を推
進し児童の安全を図る。

防災の安全確認等を強化
し児童の安全を図る。

非常通報装置保守の補助

○ 管内6施設
西東京市保育所非常通報
装置整備事業補助金交付
要綱

220,500 0 0 0 220,500
子育て支援部
保育課

147
認可保育所保育士等処遇
改善臨時特例事業補助金
（民間保育所）

保育人材確保対策を推進
する一環として、保育士
等の処遇改善に取り組む
保育施設等に対し、処遇
改善による人材確保を図
るために要する費用を補
助することにより、保育
士等の確保を進める。

西東京市認可保育所保育
士等処遇改善臨時特例事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

民間保育所に勤務する職
員（非常勤職員を含
む。）の賃金改善に要す
る費用

〇 10施設
西東京市認可保育所保育
士等処遇改善臨時特例事
業補助金交付要綱

21,285,000 0 2,847,000 0 18,438,000
子育て支援部
保育課

148
認証保育所等運営費補助
金

認証保育所に対し、運営
費等の一部を補助するこ
とにより、認証保育所に
おける保育の維持向上を
推進し、もって児童福祉
の増進を図る。

西東京市認証保育所補助
金交付要綱に基づき補助
金を交付する。

事務費及び運営費・人件
費の補助

○
管内16施設
管外27施設

西東京市認証保育所補助
金交付要綱

511,298,090 0 255,384,000 0 255,914,090
子育て支援部
保育課

149
認可外保育施設保育士等
処遇改善臨時特例事業補
助金（認証保育所）

保育人材確保対策を推進
する一環として、保育士
等の処遇改善に取り組む
保育施設等に対し、処遇
改善による人材確保を図
るために要する費用を補
助することにより、保育
士等の確保を進める。

西東京市認可外保育施設
保育士等処遇改善臨時特
例事業補助金交付要綱に
基づき補助金を交付す
る。

基準職員一人当たり　月
額9,000円

○ 15施設
西東京市認可外保育施設
保育士等処遇改善臨時特
例事業補助金交付要綱

13,599,000 0 13,599,000 0 0
子育て支援部
保育課
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150
小規模保育整備促進支援
事業運営費等補助金

小規模保育所に対し、運
営費等の一部を補助する
ことにより、小規模保育
所における保育の維持向
上を推進し、もって児童
福祉の増進を図る。

西東京市小規模保育整備
促進支援事業運営費等補
助金交付要綱に基づき補
助金を交付する。

運営経費及び開設準備経
費の補助

○ 2施設
西東京市小規模保育整備
促進支援事業運営費等補
助金交付要綱

25,440,000 0 20,204,000 0 5,236,000
子育て支援部
保育課

151

認可外保育施設保育士等
処遇改善臨時特例事業補
助金（家庭的保育事業
等）

保育人材確保対策を推進
する一環として、保育士
等の処遇改善に取り組む
保育施設等に対し、処遇
改善による人材確保を図
るために要する費用を補
助することにより、保育
士等の確保を進める。

西東京市認可外保育施設
保育士等処遇改善臨時特
例事業補助金交付要綱に
基づき補助金を交付す
る。

基準職員一人当たり　月
額9,000円

○ 13施設
西東京市認可外保育施設
保育士等処遇改善臨時特
例事業補助金交付要綱

3,510,000 0 3,510,000 0 0
子育て支援部
保育課

152 保護者補助金

認可外保育施設に児童を
入所させている保護者の
負担の軽減を図る。

認可外保育施設に児童を
入所させている保護者に
助成金を支給し、保護者
負担の軽減を図る。

一月8,000円

〇

上半期576
人
下半期581
人

西東京市認可外保育施設
入所児童保護者助成金支
給要綱

50,840,000 0 0 0 50,840,000
子育て支援部
保育課

153 保育士研修会負担金

公立保育園保育士の技術
向上

保育士の技術向上に有効
な研修会について、受講
費を負担する。

研修会受講費の負担

〇 3事業者 研修会受講料 46,500 0 0 0 46,500
子育て支援部
保育課

154
日本スポーツ振興セン
ター掛金

保育園児の災害保障 公立保育園、公設民営保
育園児を対象として、保
育園の管理下における園
児の災害に関する給付に
ついて掛金を負担する。

保育園入所　児童１人
375円
（ただし要保護者１人65
円）

○

一般　1747
人　要保護
者　34人
前年度（25
年度）中途
加入者分
一般　20人
要保護　4
人

独立行政法人日本スポー
ツ振興センター災害共済
給付制度

665,095 0 0 0 665,095
子育て支援部
保育課

155
認可保育所保育士等処遇
改善臨時特例事業補助金
（民間委託保育園）

保育人材確保対策を推進
する一環として、保育士
等の処遇改善に取り組む
保育施設等に対し、処遇
改善による人材確保を図
るために要する費用を補
助することにより、保育
士等の確保を進める。

西東京市認可保育所保育
士等処遇改善臨時特例事
業補助金交付要綱に基づ
き補助金を交付する。

民間保育所に勤務する職
員（非常勤職員を含
む。）の賃金改善に要す
る費用

○ 6施設
西東京市認可保育所保育
士等処遇改善臨時特例事
業補助金交付要綱

12,717,000 0 0 0 12,717,000
子育て支援部
保育課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

156
児童館母親クラブ育成事
業補助金

市立児童館母親クラブの
活動について、その運営
費の一部を補助

運営費の一部を補助する
ことにより、母親クラブ
事業（児童館事業）を支
援し、地域児童の健全育
成及び地域における児童
福祉の向上を図ることを
目的としている。１団体
の会員がおおむね30人以
上のもの

１団体95,000円以内

○
西東京市立児童館母親ク
ラブ活動育成事業補助金
交付要綱

100,000 0 0 0 100,000
子育て支援部
児童青少年課

157
青少年育成地域活動費補
助金

青少年育成会等の活動に
対して補助金を交付する
ことにより、地域におけ
る環境浄化活動や青少年
の非行防止活動、青少年
の社会参加及び地域活動
の機会を充実し、青少年
が社会の一員として活動
できるよう自立性と社会
性を育成し、青少年の健
全育成に寄与することを
目的とする。

青少年育成会等への補
助・青少年の健全育成事
業の実施及び支援

補助金は毎年度予算の範
囲

○
西東京市青少年育成会等
活動補助金交付要綱

4,703,000 0 0 0 4,703,000
子育て支援部
児童青少年課

158 公立施設協議会負担金

東京都市立心身障害児･
者施設協議会の会員とし
て会費を負担し、施設に
おける実践技術の向上及
び利用者の福祉の増進を
図る。

会員間の情報交換、技術
指導に関する調査、研究
等に対してその経費の一
部を負担する。

年会費15,000円

○
東京都市立心身障害児・
者施設協議会会則

15,000 0 0 0 15,000

子育て支援部
子ども家庭支援セ
ンター⇒健康福祉
部健康課

159 指導員研修会参加負担金

職員の指導技術の向上を
図るため。

通園施設指導者講習会、
障害児療育等に関する研
修

通園施設指導者講習会
26,000円×１人
基礎から学ぶ発達障害・
知的障害
12,000円×１人

○ ○ 研修会受講料 38,000 0 0 0 38,000

子育て支援部
子ども家庭支援セ
ンター⇒健康福祉
部健康課

160 市民まつり補助金

市民の融和と、新たな郷
土愛の醸成を図り、より
よいコミュニティの形成
に寄与することを目的と
する。

「西東京いこいの森公
園」で実施
平成26年11月8日
（土）、9日（日）の２
日間開催

会場の設営費、会場の管
理・運営費、広報宣伝
費、事業費及び事務費

○ 1団体
西東京市民まつり実行委
員会補助金交付要綱

8,900,000 0 0 0 8,900,000
生活文化スポーツ
部
文化振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

161 市民まつり出店者負担金

行政組織等が市民まつり
に出店するにあたり、出
店に伴う出店料及びこれ
に付随する付属設備以外
に追加する付属設備につ
いて、一般出店者との公
平性を保つため、出店料
及び付属設備費用を市民
まつり実行委員会に納入
する。

【対象内訳】
行政組織　10団体
行政委員会　５団体
姉妹・友好都市　３団体

380,000円（予算）
テント料、付属設備追加
料金（机、椅子、コンセ
ント）

○ 1団体
第14回西東京市民まつり
出店の行政関係等の出店
料等に関する協定書

349,100 0 0 0 349,100
生活文化スポーツ
部
文化振興課

162
どんど焼実行委員会補助
金

日本の古くからの良き伝
統行事「どんど焼」を青
少年に継承するとともに
故郷の文化として根付か
せ、併せて地域社会の楽
しいふれあいの場を作
る。

明保中学校・保谷第二小
学校・上向台小学校それ
ぞれの会場でどんど焼を
実施

285,000円

○ 1団体
西東京市どんど焼実行委
員会補助金交付要綱

285,000 0 0 0 285,000
生活文化スポーツ
部
文化振興課

163 施設利用助成金

姉妹都市・友好都市との
文化交流の促進と市民の
健康増進及びレクリエー
ションの振興を図るため

姉妹都市：福島県南会津
郡下郷町、友好都市：千
葉県勝浦市、山梨県北杜
市の旅館・民宿等の契約
施設を市民が宿泊で利用
する際に助成金として交
付する。

＜１泊あたりの助成金額
＞
【旅館】大人1,500円小
人（３歳以上13歳未満）
1,200円
【民宿・その他】大人
1,200円小人（３歳以上
13歳未満）1,000円

○ 581件
西東京市姉妹都市・友好
都市施設利用助成金交付
要綱

771,100 0 0 0 771,100
生活文化スポーツ
部
文化振興課

164
圏域美術家展実行委員会
補助金

多摩北部都市広域行政圏
協議会の主催事業である
圏域美術家展実行委員会
に対して、西東京市が補
助金を交付することによ
り、圏域市民が市域を越
えた交流を図り、相互の
理解を深め、もって多摩
六都の新たな可能性の追
求及び地域の魅力づくり
等に資することを目的と
する。

西東京市南町スポーツ・
文化交流センター「き
らっと」で、平成26年11
月28日から12月５日まで
実施

1,600,000円

補助金の額は、予算の範
囲内において市長が定め
る額

○ １団体
平成26年度圏域美術家展
実行委員会補助金交付要
綱

1,600,000 0 800,000 0 800,000
生活文化スポーツ
部
文化振興課

165
東京多摩公立文化施設協
議会負担金

公立文化施設がその機能
を十分に発揮するため、
相互に連絡研究を行い、
もって地域の向上に資す
ること。

①協議会の開催
②各研究会の開催
③資料の収集及び情報交
換
④会報の発行など

年額15,000円

○ １団体
東京多摩公立文化施設協
議会会則

15,000 0 0 0 15,000
生活文化スポーツ
部
文化振興課

166 スポーツ振興補助金

市民のスポーツ活動に対
し、補助金を交付し社会
体育の振興を図る。

国際大会・全国大会・関
東大会等に参加する経費
の一部を補助

交通費・宿泊費

○ ○
２人
２団体

西東京市スポーツ振興事
業補助金交付要綱

140,300 0 0 0 140,300
生活文化スポーツ
部
スポーツ振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

167 体育協会運営費補助金

西東京市のスポーツ振興
と市民の健康の保持・増
進及び体力の向上を図
る。

西東京市におけるスポー
ツ・レクリエーションの
普及、振興、向上等に寄
与し、かつ、公益性を有
する事業

事務局職員人件費・印刷
製本費・強化費・体協加
盟団体活動費

○ １団体
特定非営利活動法人西東
京市体育協会運営費補助
金交付要綱

1,969,000 0 0 0 1,969,000
生活文化スポーツ
部
スポーツ振興課

168 講習会派遣負担金

東京都スポーツ推進委員
協議会が主催する講習会
に参加し、スポーツ推進
委員の資質向上を図る。

東京都スポーツ推進委員
協議会が主催する、資質
向上のための各種講習会
への参加費を支出

講習会参加費
1,000円×２名

○ ２人
西東京市スポーツ推進委
員に関する規則

2,000 0 0 0 2,000
生活文化スポーツ
部
スポーツ振興課

169
東京都スポーツ推進委員
協議会負担金

スポーツ推進委員の資質
の向上と機能の強化を図
り、協調体制の確立を目
的とし、スポーツ振興に
寄与する。

スポーツ推進委員の資質
の向上を図るため、研究
大会、その他研究協議会
等の開催に要する費用を
支出する。

負担金

○ ２団体
(一社）東京都スポーツ
推進委員協議会定款

60,000 0 0 0 60,000
生活文化スポーツ
部
スポーツ振興課

170
総合型地域スポーツクラ
ブ補助金

スポーツクラブの運営を
円滑に推進し、地域住民
のコミュニティの形成に
資する。

総合型地域スポーツクラ
ブ活動支援

賃金・報償費（講師謝
金）・役務費・使用料及
び賃借料 ○ １団体

西東京市総合型地域ス
ポーツクラブ運営費等補
助金交付要綱

3,000,000 0 0 0 3,000,000
生活文化スポーツ
部
スポーツ振興課

171
市町村総合体育大会負担
金

実行委員会の準備、運営
に関わる経費の一部負担

市町村を５ブロックに分
け、各ブロックが持ち回
りで主催する市町村間の
親睦と交流を目的として
実施するスポーツ大会

負担金

○ １団体
東京都市町村総合体育大
会実施要項

310,000 0 0 310,000
生活文化スポーツ
部
スポーツ振興課

172
全国ｽﾎﾟｰﾂ推進委員連合
負担金

スポーツ推進委員を統括
する組織として、スポー
ツ推進委員相互の協力体
制を確立して資質の向上
を図るとともに、社会の
変化に応じた地域スポー
ツの振興に関する事業を
行い、国民の健康体力づ
くりや生涯を通じたス
ポーツ習慣の形成を図
り、国のスポーツの発展
に寄与する。

スポーツ推進員及び地域
におけるスポーツ指導者
の資質の向上に関する研
修会、講習会等の開催等

普通会員会費
500円×20名

○ １団体

公益社団法人　全国ｽﾎﾟｰ
ﾂ推進委員連合定款・公
益社団法人　全国ｽﾎﾟｰﾂ
推進委員連合会員規定

10,000 0 0 0 10,000
生活文化スポーツ
部
スポーツ振興課

173
勤労者福祉サービスセン
ター運営費補助金

西東京市勤労者福祉サー
ビスセンターに対し、補
助金を交付することによ
り、中小企業の勤労者福
祉の増進を図ることを目
的とする。

中小企業の事業主と従業
員の方々向けの慶弔共
済、福利厚生事業など
様々なサービスを安価で
提供する。

補助金の交付の対象にな
る経費は、人件費、管理
運営費に係る経費とす
る。 ○ １団体

西東京市勤労者福祉サー
ビスセンター運営費補助
金交付要綱

1,881,000 0 470,000 0 1,411,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）
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平成26年度西東京市補助金・負担金の概況
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174
勤労者等住宅資金融資
あっせん利子補給負担金

勤労者の居住に供する住
宅の取得、改築、又は修
繕に必要な資金の融資を
金融機関にあっせんする
ことにより、勤労者の居
住環境の向上を図ること
を目的とする。

※平成24年度以降新規の
申込は停止した。既存の
利子補給のみ償還終了ま
で継続

融資限度額1,000万円、
利子補給期間15年以内、
利子補給率年2.0％

○ ４件
西東京市勤労者等住宅資
金融資あっせん条例

126,140 0 0 0 126,140
生活文化スポーツ
部
産業振興課

175
中小企業退職金共済掛金
補助金

国の中小企業退職金共済
制度への加入を促進し、
市内中小企業の従業員の
雇用安定と振興を図るこ
とを目的とする。

国の中小企業退職金共済
制度に納付する共済掛金
の一部を補助する。

36ヶ月を限度に月額500
円を補助する。

○ 148件
西東京市中小企業退職金
共済掛金補助金交付要綱

3,351,900 0 0 0 3,351,900
生活文化スポーツ
部
産業振興課

176 農業団体補助金

市内の農業団体等が農業
の発展と向上に寄与する
ために行う事業に対し
て、市が予算の範囲内に
おいて、補助金を交付す
ることにより、その事業
を促進することを目的と
する

企業的農業経営、農業後
継者の指導・育成及び確
保、都市型農業の調査及
び研究、出荷生産物の市
場調査及び情報交換、品
種の改良・新種の導入及
び栽培技術の向上、優良
品種の出荷及び販売等、
各種資材等の共同購入、
病害虫等の共同防除、農
業経営上の先進地の視察
等。

予算の範囲内で、次の基
準による。
団体の基本額を14万円と
し、団体の会員が41人以
上の場合、41人目から一
人当たり１万円を基本額
に加算し、上限額を27万
円とする。

○ 6団体
西東京市農業団体等補助
金交付要綱

1,080,000 0 0 0 1,080,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

177
都市農業経営パワーアッ
プ事業補助金

都市農業経営パワーアッ
プ事業に要する経費の一
部を市が補助することに
より、農業者の経営改善
に向けた取組を支援し、
都市農業の経営力を強化
することを目的とする。

認定農業者で営農意欲が
高く、農業収入が300万
円以上ある３戸以上の農
家で構成する営農集団に
属する農業者を対象と
し、農業経営を向上する
ための、「施設」や「生
産基盤」の整備への支援
や農業経営を安定・向上
するための、事業実施前
のアドバイスや事業実施
後のサポート等。

補助金の交付の単位は、
500万円を１単位とし、
単位ごとに設定し、補助
金を交付する。

〇 １団体
西東京市都市農業経営パ
ワーアップ事業費補助金
交付要綱

32,002,000 0 22,002,000 0 10,000,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

178
安全安心農業推進事業補
助金

市内農業者の堆肥等の購
入に係る費用の一部を補
助することにより、農地
の土壌の生態系を保持
し、安全で安心な農産物
の生産を重視した農業を
推進することで市民の農
業への理解を深めるとと
もに、西東京市における
農業の育成及び振興を図
ることを目的とする。

たい肥、有機質肥料及び
フェロモン剤を購入する
費用の一部を補助し、各
種別ごとに年間世帯１回
とする。

＜たい肥＞
補助率50%、上限３万円
認定農業者は、上限６万
円
＜有機質肥料＞
補助率50%、上限３万円
認定農業者は、上限６万
円
＜フェロモン剤＞
補助率50%、上限３万円

○

たい肥91人
有機質肥料
59人
フェロモン
剤12人

西東京市安全安心農業推
進事業補助金交付要綱

4,991,000 0 0 0 4,991,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

179
都市農地保全推進自治体
協議会負担金

都市農地の減少という共
通の課題を抱えた基礎自
治体が、連携し活動する
ことにより、都市農業の
振興及び都市農地保全を
目指す取り組みの進展を
図り、もって自治体全体
の住民福祉の向上を図る
ことを目的とする。

国への要望書提出。住民
への情報発信等を目的と
したフォーラムの開催。
地方公共団体、国及び関
係団体との情報交換、意
見交換。

20,000円

○ 1団体
都市農地保全推進自治体
協議会規約

20,000 0 0 0 20,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

180
市内産農産物活用推進補
助金

西東京市を産地とする農
産物又は市産農産物の加
工品の生産を行う事業者
が、市産農産物等を市民
に広く宣伝し、市民の都
市農業への関心と理解を
深めるとともに、市内に
おける農業の育成及び振
興を図ることを目的とす
る。

市産農産物等の販売等に
用いる資材に係る経費の
一部を補助し、毎年度１
補助対象事業者につき、
１回限りとする。

補助対象経費の３分の２
以内とし、補助対象事業
者の区分に応じ、上限額
を定める（２万円・４万
円・５万円）。

○ 36人
西東京市産農産物等活用
推進事業補助金交付要綱

732,000 0 0 0 732,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

181 商工会補助金

市内商工業の振興と安定
地域振興の推進

経営改善普及事業（税務
記帳相談指導、経営相談
指導等）
地域総合振興事業（総合
振興事業、商業振興事業
等）

運営費
※平成24年度から地域総
合振興事業は補助対象外
になった。 ○ １団体

西東京市商工会補助金交
付要綱

22,444,300 0 0 0 22,444,300
生活文化スポーツ
部
産業振興課

182
商店街活性化推進事業補
助金

商店街の発展
地域経済の活性化

催事費等の経費の一部を
補助

催事費等

○ 17団体
西東京市商店街活性化推
進事業補助金交付要綱

47,537,000 0 23,071,000 0 24,466,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

183 公衆浴場補助金

市内の公衆浴場が実施す
る事業その他必要な経費
の一部を補助することに
より、市民の健康と福祉
に寄与することを目的と
する。

薬湯実施事業費、施設整
備費、燃料費その他市長
が必要と認める事業に関
する経費について補助す
る。

薬湯実施事業費
施設整備費
燃料費
その他市長が必要と認め
る事業に関する経費

○ ４浴場
西東京市公衆浴場補助金
交付要綱

1,596,000 0 0 0 1,596,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

184 市内消費喚起事業補助金

消費税率の引き上げに伴
う景気対策

西東京商工会が実施する
市内事業所でのプレミア
ム付商品券（プレミアム
分10％）の補助及び商店
街イベント補助

プレミアム分10％
（1,500万円）の補助及
び商店街イベント補助
（500万円）

○ １団体
西東京市商工会補助金交
付要綱

19,896,532 0 0 0 19,896,532
生活文化スポーツ
部
産業振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

185

①中小企業事業資金融資
あっせん利子等補給負担
金

②創業資金融資あっせん
利子等補給負担金

③中小企業緊急対策運転
資金融資あっせん利子等
補給負担金

④中小企業特別対策運転
資金融資あっせん利子等
補給負担金

中小企業者に対し、その
必要な資金について、市
が金融機関に融資をあっ
せんし、当該融資につい
て利子補給等の助成措置
を行うことにより、中小
企業の振興に寄与するこ
とを目的とする。

中小企業者に対し、その
事業経営に必要な資金に
ついて、金融機関に融資
をあっせんし、当該融資
について利子補給等の助
成措置を行う。

①運転資金：融資限度額
700万円・償還期間５年
以内・利子補給率年
0.995％、設備資金及び
運転設備併用：限度額
1,000万円・償還期間７
年以内・利子補給率年
0.995％
② 創業運転資金：融資
限度額700万円・償還期
間５年以内・利子補給率
年0.995％、創業設備資
金及び創業運転設備併
用：限度額1,000万円・
償還期間７年以内・利子
補給率年0.995％（平成
24年７月から受付開始）
③ 緊急対策運転資金
（平成20年度で受付終
了、利子補給事業のみ継
続）
④ 特別対策運転資金：
融資限度額500万円・償
還期間５年以内・利子補
給率1.975％

※ 全ての資金に共通：
保証料全額助成

○ 1,263件
西東京市中小企業事業資
金融資あっせん条例

44,905,832 0 0 0 44,905,832
生活文化スポーツ
部
産業振興課

186
被災地復興支援事業補助
金

西東京商工会が行う被災
地に対する復興支援事業
に対し、市が補助金を交
付することにより、被災
地の復興支援と市内の商
工業の振興に寄与するこ
とを目的とする。

西東京商工会が行う事業
に係る経費を補助する。
被災地の物産品取扱団体
の移動費・会場費等に対
する補助

被災地物産展支援事業に
関する事業費
（西東京商工会への間接
補助）

○ １団体
西東京市被災地復興支援
事業補助金交付要綱

1,500,000 0 0 0 1,500,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

187 地域活性化事業補助金

東伏見駅周辺の地域を活
性化し、及び市民の福祉
の向上に資する事業を実
施することを目的とす
る。

市民等で構成される東伏
見ふれあいプラザ企画運
営委員会に対し、その運
営に要する経費の一部を
市が補助する。

東伏見ふれあいプラザに
おいて事業を行うスペー
スに係る家賃及び共益費

○ １団体
東伏見ふれあいプラザ企
画運営委員会運営費等補
助金交付要綱

1,440,000 0 0 0 1,440,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課

188
チャレンジショップ事業
補助金

新規開業者への支援によ
る事業者の育成および空
き店舗等の有効活用

初期投資費用軽減として
の家賃補助

事業費
（西東京商工会への間接
補助）

○ １団体
西東京市産業振興マス
タープラン推進事業補助
金交付要綱

2,100,000 0 0 0 2,100,000
生活文化スポーツ
部
産業振興課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

189
創業支援・経営革新相談
センター事業補助金

創業・新規開業者の支援
による事業者育成

西東京創業支援・経営革
新相談センター運営（創
業・新規開業者の支援
等）

運営費及び事業費

○ １団体
西東京市産業振興マス
タープラン推進事業補助
金交付要綱

6,533,540 0 0 0 6,533,540
生活文化スポーツ
部
産業振興課

190 一店逸品事業補助金

モノやサービスなど個店
独自の「逸品」を確立
し、入りたくなる店づく
りへとつなげる事業に対
する支援

西東京商工会が行う運営
委員会・選考委員会など
事業運営に関する経費
（平成26年度は、サービ
ス・ものづくり関係の認
定冊子の作成等及び飲食
関係の募集・認定）

運営費及び事業費

○ １団体
西東京市産業振興マス
タープラン推進事業補助
金交付要綱

5,354,500 0 0 0 5,354,500
生活文化スポーツ
部
産業振興課

191 退職一時金

市内中小企業の労働力の
確保と、そこに働く従業
員の福利厚生の充実を図
ることを目的とする。

制度終了に伴う、清算一
時金の支払い

加入口数と掛金納付期間
に応じて田無市中小企業
従業員等退職金共済条例
第10条に規定する算式に
より計算された額

○ 51人
田無市中小企業従業員退
職金等共済条例

119,385,616 0 0 0 119,385,616

生活文化スポーツ
部
産業振興課
※中小企業従業員
退職金等共済事業
特別会計

192
NPO等企画提案事業補助
金

特定非営利活動法人、市
民活動団体その他営利を
目的としない団体が市と
ともに地域課題の解決に
向けて取り組む事業に対
し、その経費の一部を補
助する。

市民の福祉の向上及び市
民の利益につながり、公
益上必要性が認められる
事業を募集し、審査によ
り採用・実施する。

審査により採用された事
業に係る経費の一部を負
担する。

○ 8団体
西東京市ＮＰＯ等企画提
案事業補助金交付要綱

1,196,335 0 0 0 1,196,335

生活文化スポーツ
部
協働コミュニティ
課

193
日本非核宣言自治体協議
会分担金

全国の自治体、さらには
全世界の自治体に核兵器
廃絶、平和宣言を呼びか
けるとともに、非核都市
宣言を実施した自治体間
の協力体制を確立する。

非核都市宣言に関する資
料の収集及び交換や、非
核都市宣言の呼びかけの
ために必要な調査研究 ○ 1団体

日本非核宣言自治体協議
会会則

60,000 0 0 0 60,000

生活文化スポーツ
部
協働コミュニティ
課

194
民間シェルター運営費支
援助成金

配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関す
る法律第26条の規定に基
づき、東京多摩地域民間
シェルター連絡会に対し
経費の一部を補助する。

東京多摩地域民間シェル
ター連絡会が行う次の事
業
1 シェルターの育成及び
指導に関すること。
2 配偶者から暴力を受け
ている女性等をシェル
ターに保護すること。
3 配偶者から暴力を受け
ている女性等の自立支援
に関すること。

○ 1団体
西東京市緊急一時保護施
設運営費補助金交付要綱

250,000 0 0 0 250,000

生活文化スポーツ
部
協働コミュニティ
課

31



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

195
多摩東人権擁護委員協議
会負担金

自由人権思想の普及・高
揚を図り、多面的な人権
啓発活動を展開するた
め。

児童・生徒対象事業「人
権の花」「中学生人権作
文コンテスト」等
一般市民対象事業「バス
ハイク」・「人権週間パ
ネル展」等

○ 1団体
多摩東人権擁護委員協議
会会則

399,200 0 0 0 399,200

生活文化スポーツ
部
協働コミュニティ
課

196
北方領土の返還を求める
都民会議負担金

日本固有の領土である北
方領土（歯舞郡島、色丹
島、国後島及び択捉島）
の返還実現を図るため北
方領土問題に対する都民
の関心と理解を一層深め
ることを目的とする。

「平成26年度北方領土の
返還を求める都民大会」
開催のほか、北方領土問
題に対する都民の関心と
理解を深めるため、研修
会の開催等各種啓発・宣
伝活動の実施

○ 1団体
北方領土の返還を求める
都民会議規約

5,000 0 0 0 5,000

生活文化スポーツ
部
協働コミュニティ
課

197
自治会・町内会等活性化
補助金

自治会・町内会等の活性
化及び良好な地域社会の
維持・形成を図るため。

市内の自治会・町内会等
が自ら行う地域福祉の促
進と地域づくりに資する
事業について、対象経費
の一部を補助する。

補助対象経費の実支出額
が補助金額となる。ただ
し、団体割額と世帯割額
の合計額を上限とする。
（千円未満切り捨て）
①団体割額　12,000円
②世帯割額　加入世帯数
×200円

〇 52件
西東京市自治会・町内会
等活性化補助金交付要綱

2,116,425 0 0 0 2,116,425

生活文化スポーツ
部
協働コミュニティ
課

198
国民生活センター相談員
研修会負担金

消費生活相談員の資質向
上のために開催される研
修受講のため。

独立行政法人国民生活セ
ンターが行う消費生活相
談員向け研修会に参加す
る。

消費生活相談員向け研修
に参加する場合、参加費
を負担する（研修により
費用は異なる） 〇 1件

消費者安全法第８条～第
11条

5,840 0 0 0 5,840

生活文化スポーツ
部
協働コミュニティ
課

199 管理助成費

自治会内等に設置されて
いる児童遊園地の管理者
に対し、管理経費の一部
を補助し経費負担の軽減
を図るとともに、地域に
おける児童福祉の増進に
寄与する。

自治会等で管理している
児童遊園地について、管
理経費の一部を市が補助
する。

１ヶ所9,000円

○ 12団体
西東京市児童遊園地管理
費補助金交付要綱

180,000 0 0 0 180,000
みどり環境部
みどり公園課

200 生垣造成補助金

宅地と道路との接道部の
緑化を推進するために、
新たな生垣の造成及びそ
れに伴う既存のブロック
塀等の撤去に対し、助成
を行い、みどりに親しむ
環境づくりやブロック塀
等の倒壊による災害の発
生を防止する。

生垣の新設及びそれに伴
う既存ブロック塀等の撤
去について、その費用の
一部を市が補助する。

生垣設置
　1m10,000円
ブロック塀等の撤去
　1m6,000円
（どちらも上限30m）

○
8件
151.6m

西東京市生垣造成補助金
交付要綱

1,411,670 0 0 0 1,411,670
みどり環境部
みどり公園課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

201 保存樹木等補助金

市内に残されている樹木
や樹林の保全を支援し、
市民の健康で安全かつ快
適な生活環境を確保する
ことを目的とする。

貴重な財産であるみどり
を保持・保全する市民に
対して、樹木等の維持管
理費の一部を市が補助す
る。

保存樹
　1本年額5,000円
保存樹林
　1㎡年額60円
保存生垣
　1m年額240円

○

保存樹木
1,028本
保存樹林
22,134㎡
保存生垣
8,550.5m

西東京市みどりの保護と
育成に関する補助金交付
要綱

7,981,392 0 0 0 7,981,392
みどり環境部
みどり公園課

202
飼い主のいない猫避妊・
去勢手術代助成金

地域住民の理解と協力を
得て、市内に生息する飼
い主のいない猫の数を抑
制し、市民の快適な生活
環境の保持及び動物愛護
精神の高揚を図ることを
目的とする。

市内に生息する飼い主の
いない猫の不妊・去勢手
術費の一部を助成する。

オス猫5,000円
メス猫10,000円

○
オス　23件
メス　 77
件

西東京市飼い主のいない
猫の不妊・去勢手術費助
成実施要綱

885,000 0 395,000 0 490,000
みどり環境部
環境保全課

203
スズメバチ等の巣撤去費
用助成金

蜂の危害から市民生活を
守るために蜂の巣を駆除
するものに対して駆除に
要する経費の一部を補助
することにより、市民へ
の被害を防止し、市民の
安全な生活環境を保持す
ることを目的とする。

宅地内に巣営するはちの
巣の駆除を指定業者に依
頼し、その費用の一部を
助成する。

駆除費用の半額
（上限　スズメバチ類
13,000円　スズメバチ類
以外　7,000円）

○

スズメバチ
類　92件
スズメバチ
類以外　53
件

西東京市はちの巣駆除作
業補助金交付要綱

870,320 0 0 0 870,320
みどり環境部
環境保全課

204
住宅用太陽光発電システ
ム設置助成金

住宅用太陽光発電システ
ムを新たに設置した者に
対し、その設置に要する
費用の一部を西東京市が
助成することにより、住
宅用太陽光発電システム
の普及を促進し、自然エ
ネルギーの有効活用を図
り、もって環境負荷の低
減に寄与することを目的
とする。

西東京市地球温暖化対策
地域推進計画に基づき、
住宅用太陽光発電システ
ムの設備を設置した市民
に対し、その設置費用の
一部を助成する。

太陽光発電システム：１
キロワット当たり40,000
円（上限８万円）

○ 70世帯
西東京市住宅用太陽光発
電システム設置助成金交
付要綱

5,552,000 0 0 0 5,552,000
みどり環境部
環境保全課

205
東京都市公害事務連絡協
議会負担金

都市郊外に関し、調査、
研究等を行なうと共に、
関係諸機関との連絡調整
を図り、事業の円滑な運
営を図ることを目的とす
る。

公害関係事務及びこれら
に関する研究並びにその
協議、研修会に関する事
業を行う。

１自治体5,000円

○ 1団体
東京都市公害事務連絡協
議会規約

5,000 0 0 0 5,000
みどり環境部
環境保全課

206 集団回収奨励金

廃棄物の減量化を促進
し、資源の有効利用の認
識を深める。

集団回収団体に対し、奨
励金を交付する。

新聞・雑誌・ダンボー
ル・古布類　１kg　７円

○ 385団体
西東京市集団回収奨励金
交付要綱

23,768,528 0 0 0 23,768,528
みどり環境部
ごみ減量推進課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

207
生ごみ電動処理機等購入
助成金

家庭から排出される生ご
みの減量化を図る。

生ごみ減量化処理機を購
入した者に対し、費用の
一部を助成する。

購入額（消費税等を除
く。）の２分の１の額
（上限４万円、100円未
満の端数は切り捨て） ○ 54基

西東京市生ごみ減量化処
理機器購入助成金交付要
綱

1,179,000 0 0 0 1,179,000
みどり環境部
ごみ減量推進課

208 柳泉園組合負担金

構成3市（西東京市・清
瀬市・東久留米市）内よ
り排出された、ごみ、し
尿・資源物の中間処理を
行う。

ごみ処理施設の設置及び
運営に関すること。し尿
処理施設の設置及び運営
に関すること。最終処分
場までの運搬に関するこ
と。

組合の経費は、構成市の
負担金による。

○ 1団体 柳泉園組合規約 866,223,000 0 0 0 866,223,000
みどり環境部
ごみ減量推進課

209
東京たま広域資源循環組
合負担金

構成25市１町より排出さ
れ、中間処理（焼却・破
砕）されたごみの最終処
分を行う。

一般廃棄物の最終処分を
広域的に行うための最終
処分場の設置及び管理に
関する事務。一般廃棄物
の焼却残さ等の処理を広
域的に行う事業に関する
事務

組合の経費は、組織団体
の負担金による。

○ 1団体
東京たま広域資源循環組
合規約

555,750,000 0 0 0 555,750,000
みどり環境部
ごみ減量推進課

210
コミュニティバス運行補
助金

鉄道や民間路線バスが運
行していない「公共交通
空白地域」を運行するこ
とにより、移動に制約が
ある方などを含む、公共
交通空白地域にお住まい
の方々が、駅をはじめと
する公共機関や公益施設
などに向かう移動手段の
ひとつとして、その交通
利便性の向上を図る。

西東京市と協定した事業
者が行う市内連絡バス運
行経費の総額から運賃収
入等を控除した額を補助
する。

西武バス㈱
56,190,043円
関東バス㈱
21,185,398円

○ 2団体
西東京市内連絡バス運行
補助金交付要綱

77,375,441 0 16,858,000 0 60,517,441
都市整備部
都市計画課

211
都バス（「梅７０」系
統）公共負担金

多摩地域における都営バ
ス路線が地域住民にとっ
て不可欠な交通機関であ
ることから、公共負担を
前提として路線の存続を
図る。

多摩地域を運行する都営
バス（梅70）に対し関係
市町村（青梅市・小平
市・東大和市・武蔵村山
市・瑞穂町・西東京市）
が公共負担する。

固定負担
　4,894,000円
実車走行キロ負担分
　4,527,000円
延人キロ負担
　6,209,000円

○ 1団体
多摩地域における都営バ
ス公共負担に関する協定
書

15,630,000 0 7,815,000 0 7,815,000
都市整備部
都市計画課

212 首都道路協議会負担金

東京都及びその周辺の道
路整備の促進と道路交通
の改善ならびに首都を中
心とする道路網の整備を
推進する。

道路整備の促進並びに交
通改善の推進のための事
業等

一律30,000円

○ 1団体 協議会定款 30,000 0 0 0 30,000
都市整備部
都市計画課

213
東京都街路事業促進協議
会負担金

都市計画街路及びこれら
に関連する諸事業の速や
かな整備充実を積極的に
促進するため、調査研究
その他事業を行う。

国庫補助、起債等の増加
拡大等について、政府そ
の他に要請を行う。

人口比率18,000円
＋ 一律16,000円

○ 1団体 協議会規約 34,000 0 0 0 34,000
都市整備部
都市計画課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）
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（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

214
道路整備促進期成同盟会
東京都協議会負担金

多摩・島しょ地域におけ
る道路整備を促進するた
め、道路財源の確保、道
路予算の拡大等について
積極的な活動を行う。

国会、政府、東京都等関
係機関に対する請願、陳
情に関する事業等

11,000円
＋人口×20銭

○ 1団体 協議会会則 50,000 0 0 0 50,000
都市整備部
都市計画課

215
東京都道路整備事業推進
大会負担金

東京の広域化する交通混
雑の緩和や安全で快適な
まちづくりに資するた
め、道路、橋梁、鉄道連
続立体交差等の整備及び
公共交通を充実させる都
市モノレール等の整備の
推進を図る。

道路整備事業等を促進す
るため必要な意見発表、
宣言及び決議をする。

一律30,000円

○ 1団体 推進大会規約 30,000 0 0 0 30,000
都市整備部
都市計画課

216
多摩地域都市モノレール
等建設促進協議会分担金

多摩地域の都市モノレー
ル等の建設を促進し南北
交通結節機能の強化を図
ることにより、公共交通
機関の不足を補うととも
に、自立的都市圏の確立
と地域社会の開発及び住
民福祉の向上を図る。

関係諸官公署に対する陳
情及び請願に関するこ
と。

一律30,000円

○ 1団体 協議会規約 30,000 0 0 0 30,000
都市整備部
都市計画課

217
三鷹・立川間立体化複々
線促進協議会分担金

中央線の立体化複々線を
促進するとともに、本事
業にあわせた地域社会の
開発、住民福祉の向上等
の地域振興を図る。

地域振興に係わる啓発、
広報活動及び関係諸官庁
に対する陳情請願等

一律33,000円

○ 1団体 協議会規約 33,000 0 0 0 33,000
都市整備部
都市計画課

218
東京土地区画整理事業推
進連盟分担金

東京都内の区市町村にお
いて、安全で快適なまち
を実現するため、土地区
画整理事業のより一層の
推進を図る。

政府及び関係当局への要
請活動のほか、地区画整
理事業に関する技術・ノ
ウハウについての情報交
換、事例研究等

一律5,000円

○ 1団体 連盟要綱 5,000 0 0 0 5,000
都市整備部
都市計画課

219 木造住宅耐震診断補助金

地震の際の住宅の倒壊に
よる被害の軽減による住
民の安全性確保を図る。

住宅の耐震性の向上に資
する事業を行う者に対し
て助成を行う。

上限60,000円

○ 8件
西東京市木造住宅耐震診
断助成金交付要綱

480,000 240,000 0 0 240,000
都市整備部
都市計画課

220 木造住宅耐震改修補助金

地震の際の住宅の倒壊に
よる被害の軽減による住
民の安全性確保を図る。

住宅の耐震性の向上に資
する事業を行う者に対し
て助成を行う。

上限300,000円

○ 6件
西東京市木造住宅耐震改
修助成金交付要綱

1,800,000 900,000 0 0 900,000
都市整備部
都市計画課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
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（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況
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対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

221
特定緊急輸送道路沿道建
築物耐震化促進助成金

地震時において特定緊急
輸送道路沿道建築物の倒
壊による道路の閉塞を防
ぎ、広域的な避難路及び
輸送路を確保する。

沿道建築物の耐震診断・
補強設計・耐震改修等に
係る費用の助成

耐震診断　対象事業費の
10/10
補強設計　対象事業費の
5/6
耐震改修　対象事業費の
5/6

○ ○
4団体
2人

西東京市特定緊急輸送道
路沿道建築物耐震化促進
事業助成金交付要綱

25,705,000 10,637,000 10,635,000 0 4,433,000
都市整備部
都市計画課

222
東京地区用地対策連絡協
議会負担金

公共用地の取得に関し、
会員相互で連絡調整をは
かり、適正かつ円滑な事
務の推進を図る。

会員（東京都、区市町
村、公社等）の研修等並
びに事務運営のための負
担 ○ １件

東京地区用地対策連絡協
議会規約

14,000 0 0 0 14,000
都市整備部
用地課

223
東京都区市町村土木関係
技術管理連絡協議会負担
金

東京都及び市町村が施行
する建設事業の適正かつ
効率的な執行の確保を図
るため、相互の連絡調整
及び必要な調査検討を行
う。

協議会構成組織数　76団
体
負担金　１団体7,000円

○ 1団体
東京都区市町村土木関係
技術管理連絡協議会要綱

7,000 0 0 0 7,000
都市整備部
道路建設課

224
私道道路排水施設工事補
助金

私道内の道路排水施設及
び私設下水道施設を整備
するために工事費の一部
を補助する。

工事補助申請に基づき、
工事費の10/10以内を補
助

道路排水施設側溝及び雨
水ます整備費補助
Ｕ形側溝30ｍ
集水桝１基

○ 1件
私道補修及び私設下水道
に関する条例

164,938 0 0 0 164,938
都市整備部
道路建設課

225
整備費負担金（都市計画
道路3・5・10号線整備事
業）

ひばりが丘団地周辺の交
通網整備

道路築造工事に伴う用地
取得及び道路整備

施行協定書に基づき、市
に代わり都市再生機構が
当該路線の整備を行うこ
とによる負担金

○ 1団体

平成22年6月21日付22西
都建第126号「ひばりが
丘地区住宅市街地総合整
備事業に係る西東京都市
計画道路3・5・10号線
（第1工区）」の整備に
関する施工協定書

73,137,470 0 0 0 73,137,470
都市整備部
道路建設課

226 交通安全協会補助金

西東京市交通安全協会が
実施する交通安全活動に
対し、その経費の一部を
補助することにより協会
の負担を軽減し、安全で
快適な市民生活の確保を
目的とする。

西東京市交通安全協会の
実施する交通安全活動経
費の補助

補助対象となる経費
１ 協会の主催、共催に
よる交通安全対策事業
２ 協会運営のための会
議・事務に要する経費

○ 1団体
西東京市交通安全協会補
助金交付要綱

1,900,000 0 0 0 1,900,000
都市整備部
道路管理課

227
全国自転車問題自治体連
絡協議会負担金

自転車等の安全利用の促
進、駅周辺等の放置自転
車問題の解決を図り、住
民生活の向上に寄与する
ための協議会を運営す
る。

総合交通体系における自
転車の位置づけを明確に
しながら、総合的かつ計
画的な自転車対策を推進
する。

総会費・研修費・情報誌
等作成費・協議会運営費
等

○ 1団体
全国自転車問題自治体連
絡協議会規約

20,000 0 0 0 20,000
都市整備部
道路管理課
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財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

228 自転車駐車場運営負担金

駅前広場等の良好な環境
の確保及びその機能の低
下の防止を図り、あわせ
て自転車等の利用者の利
便性増進を図るために自
転車駐車場を運営する。

あらやしき自転車駐車場
を管理・運営するための
市負担金

あらやしき自転車駐車場
施設に係る固定資産税及
び都市計画税、償却資産
税 ○ 1団体

自転車駐車場施設に係る
固定資産税等の取扱いに
関する覚書

1,504,150 0 0 0 1,504,150
都市整備部
道路管理課

229 街路灯電気料金補助金

街路灯を管理する自治会
体等に対し、維持管理に
必要な経費の一部を補助
し夜間における市民の安
全を図る。

道路上に設置されている
街路灯で自治会等が管理
しているものが対象

市内で街路灯を管理して
いる自治会等
街路灯60ｗ以下　2,500
円
街路灯60ｗ以上　3,500
円

○ 95団体 街路灯補助金交付要綱 4,034,916 0 0 0 4,034,916
都市整備部
道路管理課

230 施設維持管理負担金

田無駅北口における自動
車需要に応ずる駐車場を
運営する。

アスタ市営駐車場を運営
するための市負担金

アスタビルの共益費・光
熱水費・修繕積立金等

○ １団体 アスタ管理規約 25,308,963 0 0 0 25,308,963

都市整備部
道路管理課
※駐車場事業特別
会計

231
東京河川改修促進連盟負
担金

河川の氾濫、雨水による
災害を防除し住民の福祉
を増進するため、これら
河川改修事業の早期達成
を図る。

1 政府、国会及び関係当
局へ請願及び陳情
2 河川改修事業を促進す
るため必要な事業を行
う。

市部55,000円

○ １団体
東京河川改修促進連盟規
約

55,000 0 0 0 55,000
都市整備部
下水道課

232
東京都総合治水対策協議
会負担金

東京都内における総合的
な治水対策を推進するた
めの計画策定及び関連事
業の推進等に努める。

1 パネル展
2 パンフレット配布
3 施設見学会の実施

市部50,000円

○ １団体
東京都総合治水対策協議
会規約

50,000 0 0 0 50,000
都市整備部
下水道課

233 雨水浸透施設助成金

屋根に降った雨水を地下
に浸透させ、地下水のか
ん養及び潤いのあるまち
づくりを進める。

個人が所有する住宅（土
地面積500平方メートル
以上で、住宅の建築後１
年未満のものを除く）
で、雨水浸透施設を設置
する工事の一部を助成す
る。

浸透施設の大きさや個
数、排水管の長さ等によ
り助成額が違う。１件に
つき上限15万円 ○

45件
浸透桝120
個
浸透トレン
チ10ｍ

平成26年度西東京市雨水
浸透施設助成事業実施要
綱

5,597,340 0 1,539,000 0 4,058,340
都市整備部
下水道課

234 水洗便所改造費補助金

公共下水の共用が開始さ
れた区域で、遅滞なく公
共下水へ接続してもらう
事を推進するため資金助
成する。

処理区域の公示をした日
から３年の期間内に、改
造工事を施工する者に対
して、工事費の一部を助
成する。

自己の所有する家屋の改
造工事、1件に対して
20,000円
貸家、アパート等で所有
者が改造工事を行う場
合、大便器１個につき
10,000円

○ 1件
西東京市水洗便所改造資
金助成規則

20,000 0 0 0 20,000

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

235 日本下水道協会負担金

下水道に関する調査研究
を行うと共に、その急速
な普及と健全な発達を図
り、公共用水域の水質の
保全に資し、もって国民
生活の向上に寄与する。

１ 下水道事業の経営に
関する調査研究
２ 下水道の技術に関す
る調査研究
３ 下水道用器材の規格
についての研究
４ 下水道に関する施設
について、その他政府等
に陳情、請願、建議等

人口規模及び有収水量を
基準として算出

○ 1団体 日本下水道協会定款 478,840 0 0 478,840 0

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

236
関東地方下水道協会負担
金

日本下水道協会の事業を
推進するため、諸般の調
査研究その他必要な事項
を行う。

１ 下水道環境フォ－ラ
ム
２ 機関紙「みずぐる
ま」の発行
３ 下水道問題講習会等
４ 下水道経営講座

一律7,700円

○ 1団体
日本下水道協会関東地方
支部規則施行細則

7,700 0 0 7,700 0

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

237
荒川右岸東京流域下水道
対策協議会負担金

荒川右岸東京流域地区の
円滑な下水道事業の運営
に関し、関係市及び関係
官公庁との連絡調整を図
る。

関係市及び関係官公庁と
の連絡調整等

一律10,000円

○ 1団体
荒川右岸東京流域下水道
対策協議会規約

10,000 0 0 10,000 0

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

238
東京都多摩地区下水道事
業積算施工適正化委員会
負担金

広範な情報交換及び意見
の交流をもとに積算施工
等の検討を行い適正化を
図る。

多摩地区下水道事業積算
施工の適正化に係わる事
業

一律20,000円

○ 1団体
東京都多摩地区下水道事
業積算施工適正化委員会
規約

20,000 0 0 20,000 0

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

239
下水道事務職員養成講習
会負担金等

下水道の事務担当者とし
て知っておくべき事務全
般の内容を基礎的及び体
系的に修得し、事務の円
滑な執行を図る。

１ 下水道の歴史
２ 下水道の役割
３ 下水道のしくみと種
類
４ 下水道事業の現況と
推移　他

参加費

○ ３団体
（社）日本下水道協会主
催等

86,000 0 0 86,000 0

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

240 職員福利厚生費交付金

互助会の事業を助成す
る。

福利厚生事業、教養文化
事業、体育保健事業等へ
の助成

11人分の交付金

○ 1団体
西東京市職員互助会に関
する条例、西東京市職員
互助会交付金交付要綱

155,763 0 0 155,763 0

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

241 日本下水道事業団補助金

下水道技術者の養成、新
技術の開発、実用化のた
めの試験研究

地方公共団体の委託に基
づき下水道の整備に関す
る計画の策定及び事業の
施行並びに下水道の維持
管理に関する技術援助

国と地方各２分の１負
担、地方分の３分の１を
８万人以上の市で負担

○ 1団体
日本下水道事業団法第37
条

478,840 0 0 0 478,840

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

242
流域下水道維持管理負担
金

本市を含め近隣９市の下
水（汚水）を安全・安定
的に浄化処理し、快適な
都市生活及び水環境の向
上を図る。

東京都が管理運営してい
る流域下水道管きょや清
瀬水再生センター（最終
処理場）への維持管理負
担金

構成９市の汚水量による
按分負担

○ 1団体 下水道法第３１条のニ 851,158,504 0 0 851,158,504 0

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

243
石神井川右岸六号雨水幹
線建設負担金

当該の下水道管は、昭和
12年～13年に築造され既
に70年以上経過してい
る。管渠の老朽化が著し
く下水道の機能を維持で
きない状態にあることが
判明した。

事業については、武蔵野
市が行い、事業費は面積
割合で負担する。

○ 1団体 武蔵野市との協定 50,902,580 0 0 50,900,000 2,580

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

244
荒川右岸東京流域下水道
建設負担金

本市を含め近隣9市の下
水（汚水）を安全・安定
的に浄化処理し、快適な
都市生活及び水環境の向
上を図る。

東京都が管理運営してい
る清瀬水再生センター
（最終処理場）への下水
道管きょや処理施設など
の建設費負担金

構成９市の計画汚水量比
及び計画排除面積比によ
る按分負担

○ 1団体 下水道法第31条のニ 22,271,002 0 0 20,000,000 2,271,002

都市整備部
下水道課
※下水道事業特別
会計

245
東京都市町村教育委員会
連合会負担金

東京都市町村教育委員会
相互の間の連絡協調を図
り、もって教育の水準を
向上せしめ、教育行政の
公正にして円滑な運営に
寄与することを目的とす
る。

東京都市町村教育委員会
連合会における研修及び
会議等、教育水準の向上
並びに円滑な運営を行う
ための費用負担

均等割12,000円
人口割79,600円

○ 1団体
東京都市町村教育委員会
連合会会則

91,200 0 0 0 91,200
教育部
教育企画課

246
全国都市教育長協議会負
担金

会員相互の連絡を緊密に
して相協力して、民主的
な教育行政の進展を図
り、都市の教育向上に尽
くすことを目的とする。

全国都市教育長協議会に
おける教育向上に尽くす
ことを目的とした研修及
び会議等、円滑な運営を
行うための費用負担

人口割20,000円

○ 1団体
全国都市教育長協議会の
会費基準による。

20,000 0 0 0 20,000
教育部
教育企画課

247
関東地区都市教育長協議
会負担金

「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律」の
趣旨に基づいて会員各自
の任務を果たし、互いに
協力して、わが国の教育
向上に尽くすことを目的
とする。

関東地区都市教育長協議
会における教育向上に尽
くすことを目的とした研
修及び会議等円滑な運営
を行うための費用負担

均等割5,000円

○ 1団体
関東地区都市教育長協議
会規約

5,000 0 0 0 5,000
教育部
教育企画課

248 東京都市教育長会負担金

会員相互の連絡を緊密に
して相協力して、民主的
な教育行政の進展を図
り、都市の教育向上に尽
くすことを目的とする。

東京都市教育長会におけ
る教育向上に尽くすこと
を目的とした研修及び会
議等、円滑な運営を行う
ための費用負担

均等割27,000円
人口割20,000円

○ 1団体 東京都市教育長会規約 47,000 0 0 0 47,000
教育部
教育企画課

249
東京都教育委員会連合会
負担金

東京都市町村教育委員会
連合会が実施する教育関
連施設等の視察研修に教
育委員が参加すること
で、委員活動の参考と
し、もって教育の向上を
図ることを目的とする。

東京都市町村教育委員会
連合会管外視察研修へ参
加するための費用負担

1人3,000円

○ 1人
東京都市町村教育委員会
連合会会則

3,000 0 0 0 3,000
教育部
教育企画課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

250
関東甲信越静市町村教育
委員会連合会負担金

１都10県の市町村教育委
員が一堂に会して委員相
互に連絡調整を図り、教
育に関する諸問題を調査
研究して教育行政の円滑
な運営と進展に資し、
もって教育の発展に寄与
することを目的とする。

関東甲信越静市町村教育
委員会連合会における教
育向上に尽くすことを目
的とした研修に参加する
ための費用負担

参加者負担金
1人当たり3,000円

○ 2人
関東甲信静市町村教育委
員会連合会総会及び研修
会実施要領

6,000 0 0 0 6,000
教育部
教育企画課

251
学校指定用品購入費補助
金

泉小学校の統合に伴い、
買い替えが必要となる学
校指定用品の購入費相当
額を支給し、もって泉小
学校保護者の負担軽減措
置とする。

泉小学校の統合に伴い、
買い替えが必要となる学
校指定用品（体操服上下
２着相当額）の購入費相
当額を支給

泉小学校１～３年生児童
１人につき8,100円
泉小学校４・５年生児童
１人につき8,532円 ○

泉小学校１
～３年生児
童：64人
泉小学校
４・５年生
児童：85人

西東京市立小学校の統合
に係る保護者負担軽減助
成金支給要綱

1,243,620 0 0 0 1,243,620
教育部
教育企画課

252 修学旅行費補助金

市立中学校が実施する修
学旅行に対し、その費用
の一部を補助することに
より、保護者の経済的負
担を軽減し、併せて教育
の振興を図る。

修学旅行費用の一部を補
助する。

１人5,000円

○
中学生
1,299人

西東京市立中学校修学旅
行費補助金交付要綱

6,495,000 0 0 0 6,495,000
教育部
教育企画課

253
東京都公立学校施設整備
期成会負担金

組織単位団体としての公
立学校施設の完全整備の
実現を期することを目的と
する。

事業目的の達成に必要と
なる、施設整備の財源確
保、施設整備に必要な恒
久制度の実現、調査・研究
及びその普及等

均等割（市）10,000円

○ 1団体
東京都公立学校施設整備
期成会規約

10,000 0 0 0 10,000
教育部
学校運営課

254
日本スポーツ振興セン
ター掛金（児童健康管理
費）

学校安全の普及充実を図
るとともに義務教育諸学
校等の管理下における児
童生徒の負傷疾病、障害
又は死亡に関し、必要な
給付を行いもって学校教
育の円滑な実施に資す
る。

義務教育諸学校等の管理
下における児童生徒の負
傷疾病、障害又は死亡に
関し、必要な給付を行
う。

掛金
一般・準要保護
　１人945円
要保護
　１人65円
掛金控除
　準要保護１人230円
　要保護１人10円

○

1団体
（小学生
9,266人
分）

独立行政法人日本スポー
ツ振興センター法

8,572,775 0 0 0 8,572,775
教育部
学校運営課

255
東京都養護教諭研究会負
担金（児童健康管理費）

養護教諭の資質向上、学
校保健の研究ならびに普
及発展をはかることを目
的とする。

会員の資質向上に関する
研究、学校保健に関する
調査講習会等の開催

１校1,800円

○ 1団体
東京都養護教諭研究会会
則

34,200 0 0 0 34,200
教育部
学校運営課

256
東京都学校保健会負担金
（児童健康管理費）

東京都の学校保健を通し
て児童・生徒の健全育成
を行い、次代の都民の健
やかで豊かな活動を達成
することを目的とする。

会報の発行
学校保健に関する講演会
等の開催
学校保健大会の開催

１校2,500円

○ 1団体 東京都学校保健会会則 47,500 0 0 0 47,500
教育部
学校運営課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
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（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

257
東京都小学校食育研究会
負担金

学校給食の研究並びに普
及発展を目的とする。

研究調査および研究発表
会の開催等

１校1,000円

○ 1団体
東京都小学校食育研究会
規約

19,000 0 0 0 19,000
教育部
学校運営課

258
市立学校給食研究会負担
金

給食に関する教育研究活
動に対し補助金等を交付
することにより、学校給
食の質の向上と円滑化を
図る。

給食に関する教育研究活
動に対し補助金等を交付
する。

１校1,600円

○ 1団体

公立小・中学校における
教育研究活動に対する補
助金等の交付に関する事
務取扱い要綱

0 0 0 0 0
教育部
学校運営課

259
給食保存食代等助成費
（小学校給食事業費）

学校給食の安全を期する
ため、費用を負担するこ
とにより給食事業の円滑
な運営を図る。

給食を実施するにあた
り、保存食等に必要な費
用を助成する。

検査用保存食品等：給食
を実施した日1日につき
810円
検査用原材料等：検査に
使用した原材料等の実費

○ 小学校19校
西東京市立小中学校給食
に係る検食用保存食代等
助成費交付要綱

3,153,048 0 0 0 3,153,048
教育部
学校運営課

260
日本スポーツ振興セン
ター掛金（生徒健康管理
費）

学校安全の普及充実を図
るとともに義務教育諸学
校等の管理下における児
童生徒の負傷疾病、障害
又は死亡に関し、必要な
給付を行いもって学校教
育の円滑な実施に資す
る。

義務教育諸学校等の管理
下における児童生徒の負
傷疾病、障害又は死亡に
関し、必要な給付を行
う。

掛金
一般・準要保護
　1人945円
要保護
　1人65円
掛金控除
　準要保護１人230円
　要保護１人10円

○

1団体
（中学生
4,019人
分）

独立行政法人日本スポー
ツ振興センター法

3,679,350 0 0 0 3,679,350
教育部
学校運営課

261
東京都養護教諭研究会負
担金（生徒健康管理費）

養護教諭の資質向上を学
校保健の研究ならびに普
及発展をはかることを目
的とする。

会員の資質向上に関する
研究、学校保健に関する
調査講習会等の開催

１校1,800円

○ 1団体
東京都養護教諭研究会会
則

16,200 0 0 0 16,200
教育部
学校運営課

262
東京都学校保健会負担金
（生徒健康管理費）

東京都の学校保健を通し
て児童・生徒の健全育成
を行い、次代の都民の健
やかで豊かな活動を達成
することを目的とする。

会報の発行
学校保健に関する講演会
等の開催
学校保健大会の開催

１校2,500円

○ 1団体 東京都学校保健会会則 22,500 0 0 0 22,500
教育部
学校運営課

263
給食保存食代助成費（中
学校給食事業費）

学校給食の安全を期する
ため、費用を負担するこ
とにより給食事業の円滑
な運営を図る。

給食を実施するにあた
り、保存食等に必要な費
用を助成する。

検査用保存食品等：給食
を実施した日1日につき
810円

○ 中学校9校
西東京市立小中学校給食
に係る検食用保存食代等
助成費交付要綱

1,201,230 0 0 0 1,201,230
教育部
学校運営課
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264 給食費送金手数料助成費

親子調理方式による学校
給食の実施に当たり親子
校間の給食費の送金手数
料等を助成することによ
り、学校給食事業の円滑
な運営を図る。

給食費を中学校（子校）
が小学校（親校）に送金
するための手数料及び小
学校が中学校に返金する
ための手数料を助成す
る。

送金に要する手数料実額

○ 中学校9校
西東京市立中学校給食費
送金手数料助成費交付要
綱

15,552 0 0 0 15,552
教育部
学校運営課

265
教育研究奨励費（指定
校・奨励校）

学校及び教員グループが
直面する教育課題につい
て研究するにあたり、研
究奨励費を交付し、その
研究成果を教育上の参考
に供し、本市教育の充実
振興に資することを目的
とする。

研究指定校等が、市の教
育課題を研究主題とし、
学校教育に関する実践的
研究を継続して進め、報
告会を実施し、研究成果
を研究紀要等の配布、公
開授業や公開発表等の方
法によって市内学校、保
護者、地域住民に発表
し、本市教育の充実、振
興に資する。

研究指定校（研究期間
2年間）
  1年目 20万円×5校
  2年目 37万円×3校
 
研究奨励校
  10万円×6校
研究奨励教員グループ
　5万円×2グループ

○ 16校
西東京市立学校教育研究
奨励事業費交付要綱

2,803,155 0 0 0 2,803,155
教育部
教育指導課

266 都市指導主事会分担金

学校教育の指導行政及び
学校諸活動の研究協議並
びに指導主事の資質の向
上を図る。

26市指導主事会・四地区
会分担金の支払

5,000円×３人

○ １団体 東京都市指導主事会規約 15,000 0 0 0 15,000
教育部
教育指導課

267
校長会負担金
（全国連合小学校長会）

組織団体の連合機関とし
て、職能の向上と初等教
育の充実刷新を図り、
もって民主的で文化的な
国家の建設に寄与するこ
とを目的とする。

組織団体の連絡・提携に
関すること、学校の管
理・運営に関すること、
教育上必要な研究・調査
に関すること、教育制度
並びに教育行政に関する
こと、教職員の地位・待
遇の向上に関すること、
教育振興に関する世論の
喚起など

１団体5,265円

○ １団体 全国連合小学校長会会則 100,035 0 0 0 100,035
教育部
教育指導課

268
校長会負担金
（東京都公立小学校長
会）

小学校教育の振興を期す
るために職能の向上・待
遇の改善並びに会員相互
の福祉増進を図ることを
目的とする。

学校経営に関すること、
小学校教育の施設・設備
に関すること、教育の制
度・行政並びに財政に関
すること、会員研修に関
すること、児童の心の教
育・健全育成に関するこ
と、教育振興の広報活動
に関することなど

１団体16,200円

○ １団体
東京都公立小学校長会会
則

307,800 0 0 0 307,800
教育部
教育指導課
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269
校長会負担金
（東京都中学校長会等）

会員相互の緊密な協力の
もとに、職能の向上を図
り、本都中学校教育の振
興発展に寄与することを
目的とする。

教育に関する研究調査、
教育諸条件の整備改善、
会員の研修、教職員の待
遇改善、会員の互助、厚
生、関係諸機関、諸団体
との連絡協力など

１団体26,325円

○ １団体 東京都中学校長会会則 236,925 0 0 0 236,925
教育部
教育指導課

270
校長会負担金
（北多摩北地区公立中学
校長会）

北多摩地区の各市公立中
学校長を会員とし、相互
に緊密な連携を保ち、そ
の職能の向上を図り、中
学校教育の進展に資する
ことを目的とする。

教育に関する研究、調査
及び対策、会員の研修、
教育諸問題についての情
報交換並びにその対策、
教育諸条件の整備改善の
促進など

１団体4,050円

○ １団体
北多摩北地区公立中学校
長会会則

36,450 0 0 0 36,450
教育部
教育指導課

271
副校長会等負担金（小学
校）

会員の資質を高めるため
の研修を推進し、教育の
向上進展に寄与するとと
もに、会員の地位向上を
図ることを目的とする。

学校管理運営、その他教
育上の諸問題についての
研究調査に関すること、
研究大会の開催、研究物
の刊行に関すること、教
頭の地位向上と福利厚生
に関すること、教育関係
諸機関・諸団体との連携
に関することなど

１団体3,726円

○ １団体 全国公立学校教頭会会則 70,794 0 0 0 70,794
教育部
教育指導課

272
副校長会等負担金（小学
校）

会員の資質を高めるため
の研修を推進して教育の
振興に寄与するとともに
会員相互の福祉増進を図
ることを目的とする。

学校の管理運営その他教
育上の諸問題についての
研究調査に関すること、
研究会等の開催及び研究
物の刊行、会報の発行等
に関すること、副校長の
地位待遇の向上と、会員
の福利厚生、親睦、情報
交換等に関することなど

１団体11,340円

○ １団体
東京都公立小学校副校長
会会則

215,460 0 0 0 215,460
教育部
教育指導課

273
副校長会等負担金（中学
校）

会員の資質を高めるため
の研修を推進し、教育の
向上進展に寄与するとと
もに、会員の地位向上を
図ることを目的とする。

学校管理運営、その他教
育上の諸問題についての
研究調査に関すること、
研究大会の開催、研究物
の刊行に関すること、教
頭の地位向上と福利厚生
に関すること、教育関係
諸機関・諸団体との連携
に関することなど

１団体3,726円

○ １団体 全国公立学校教頭会会則 33,534 0 0 0 33,534
教育部
教育指導課
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274
副校長会等負担金（中学
校）

会員の資質を高めるため
の研究を推進し、東京都
公立中学校教育の振興と
会員の親和・互助を図る
ことを目的とする。

学校の管理・運営につい
ての研究・調査に関する
こと、研究大会の開催・
研究物の刊行に関するこ
と、会員相互の福利厚生
及び待遇改善に関するこ
と、地域相互の情報交換
及び他団体との連携・提
携に関することなど

１団体12,150円

○ １団体
東京都公立中学校副校長
会会則

109,350 0 0 0 109,350
教育部
教育指導課

275
学校事務職員会負担金
（東京都公立小学校事務
職員会）

学校事務の研究を促進
し、事務の能率化並びに
会員の職務能力向上を図
るとともに、学校教育・
教育行政の推進に寄与す
ることを目的とする。

学校事務に関する研究及
び調査、研究会・講演会
等の開催、会誌・会報の
刊行、会員相互の連絡連
携に関することなど

１団体2,430円

○ １団体
東京都公立小学校事務職
員会規約

46,170 0 0 0 46,170
教育部
教育指導課

276
学校事務職員会負担金
（全国公立小中学校事務
職員研究会）

学校事務の研究を促進
し、事務の効率化並びに
会員の職務能力向上を図
るとともに、全事研の事
業に寄与することを目的
とする。

学校事務に関する研究及
び調査、全事研本部より
依頼されたる事項の協議
及び決定、全事研本部及
び各支部との連絡提携な
ど

１団体1,215円

○ １団体
全国公立小中学校事務職
員研究会東京小学校支部
規約

23,085 0 0 0 23,085
教育部
教育指導課

277
学校事務職員会負担金
（東京都公立中学校事務
職員会）

会員相互の緊密な連携を
図り、学校及び教育行財
政にかかる事務の研修並
びに研究につとめ、能率
の増進、資質の向上に資
することを目的とする。

事務職員の教養を高め、
資質の向上を図るための
事業、会員相互の緊密な
連携を図るための事業、
研究大会開催の事業、本
会と目的を同じくする他
団体との連携に関する事
業など

１団体3,645円

○ １団体
東京都公立中学校事務職
員会規約

32,805 0 0 0 32,805
教育部
教育指導課

278
教育研究連合会等負担金
（東京都小学校教育研究
会）

構成各団体の連絡を緊密
にし、本都小学校教育の
振興に寄与することを目
的とする。

各単位団体間の連絡協
議、研究助成交付の拡充
強化並びに関係官庁との
連絡折衝、各単位団体の
研究活動の助成、研究
会・講習会の開催、小学
校教育に関する調査研
究、会報研究物等の刊行
など

1団体10,530円

○ １団体
東京都小学校教育研究会
連合規約

200,070 0 0 0 200,070
教育部
教育指導課
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279
教育研究連合会等負担金
（東京都教育会）

東京都民の教育団体とし
て、健全なる都民の教育
を推進して日本国民の理
想の実現につとめること
を目的とする。

教育に関する調査研究並
びに奨励、研究会等の開
催、会報の発行並びに教
育に関する図書・参考資
料等の刊行、生涯学習の
視点に立った学校教育・
家庭教育・社会教育の健
全なる発展に関する事項
など

１団体1,620円

○ １団体 東京都教育会規約 45,360 0 0 0 45,360
教育部
教育指導課

280
教育研究連合会等負担金
（東京都中学校教育研究
会）

東京都中学校教育の振興
を図ることを目的とす
る。

教育課程並びに指導内
容・指導方法の研究、教
育に関する調査研究、会
報・研究物の発行、関係
諸官庁及び他の教育研究
団体との連絡提携など

1,215円×９校×24研究
会

○ １団体
東京都中学校教育研究会
会則

262,440 0 0 0 262,440
教育部
教育指導課

281
教育研究連合会等負担金
（北多摩地区公立中学校
教育研究協議会）

北多摩地区公立中学校各
研究会の連絡調整に当た
り、各種教育研究団体と
緊密な連絡を図り、中学
校教育の向上発展に寄与
することを目的とする。

北多摩地区公立中学校の
連携による研究発表、研
修の実施、会報の発行な
ど

１団体6,000円

○ １団体
北多摩地区公立中学校教
育研究協議会会則

54,000 0 0 0 54,000
教育部
教育指導課

282
教育研究連合会等負担金
（東京都中学校学校行事
研究会）

学校行事の振興と会員相
互の親睦を図ることを目
的とする。

東京都内、区市町村学校
行事研究会の連絡。学校
行事教育に関する調査、
研究、企画。講演会、研
究会、協議会、講習会等
の参加。科学図書、教
具、教材の斡旋。機関紙
及び図書の刊行。その
他、会の目的達成に必要
な事業。

１団体1,000円

○ １団体
東京都中学校学校行事教
育研究会規約

9,000 0 0 0 9,000
教育部
教育指導課

283
教育研究連合会等負担金
（東京都中学校音楽教育
研究会）

東京都中学校音楽教育研
究会の研究並びに会員相
互の親睦を図ることを目
的とする。

音楽教育に関する調査研
究ならびにその発表。協
議会、講習会、鑑賞会、
視察、見学、研究事業。
意見の公表ならびに建
議。会員相互の親睦。そ
の他会の目的達成に必要
な事業。

１団体1,000円

○ １団体
東京都中学校音楽教育研
究会会則

9,000 0 0 0 9,000
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

284

特別支援教育研究会等負
担金
（東京都特別支援学級設
置校長協会）

特別支援学級、通級指導
教室の教育の拡充発展を
図るとともに、広く特別
支援教育の振興に寄与す
ることを目的とする。

特別支援学級、通級指導
教室の管理、運営に関す
る連絡協議、特別支援学
級教育、通級指導教室の
教育並びに特別支援教育
全般についての調査研
究、特別支援学級教育、
通級指導教室の推進拡充
のための渉外事業など

１団体1,350円

○ １団体
東京都特別支援学級設置
校長協会規約

6,750 0 0 0 6,750
教育部
教育指導課

285

特別支援教育研究会等負
担金
（東京都公立学校難聴・
言語障害教育研究協議
会）

難聴・言語障害通級指導
学級設置校及び、関係諸
機関の緊密な連携によ
り、心身障害教育の振興
発展を図ることを目的と
する。

都難言設置校並びに難
聴・言語障害通級指導学
級の運営に関すること、
難聴・言語障害教育振興
のための調査・研究に関
すること、関係諸機関及
び諸団体との連絡提携に
関すること、難聴・言語
障害教育の啓発に関する
ことなど

１団体1,080円

○ １団体
東京都公立学校難聴・言
語障害教育研究協議会会
則

20,520 0 0 0 20,520
教育部
教育指導課

286

特別支援教育研究会等負
担金
（多摩地区特別支援教育
研究会）

特別支援教育に関する研
究並びに啓発、振興を図
るとともに、他校と交流
のできる諸行事を開催す
ることを目的とする。

研究会・講演会、研修な
どの実施、各種交流活動
の実施など

１団体4,500円

○ １団体
多摩地区特別支援教育研
究会規約

45,000 0 0 0 45,000
教育部
教育指導課

287

特別支援教育研究会等負
担金
（全国特別支援学級設置
学校長協会）

特別支援学級及び通級指
導教室の充実発展を図
り、広く特別支援教育の
振興に寄与することを目
的とする。

特別支援学級及び通級指
導教室の管理運営に関す
る調査研究、特別支援学
級及び通級指導教室の教
育並びに特別支援教育一
般に関する研修と振興活
動など

１団体630円

○ １団体
全国特別支援学級設置学
校長協会規約

3,150 0 0 0 3,150
教育部
教育指導課

288

特別支援教育研究会等負
担金
（東京都公立学校情緒障
害教育研究会）

情緒障害児の教育の研究
と福祉の増進を図ること
をもって目的とする。

教育研究に関すること、
実態調査に関すること、
研修に関すること、情報
交換に関すること、広報
活動に関すること、福祉
の増進に関すること、他
機関と連絡提携に関する
ことなど

１団体810円

○ １団体
東京都公立学校情緒障害
教育研究会会則

22,680 0 0 0 22,680
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

289

特別支援教育研究会等負
担金
（東京都特別支援教育研
究会）

特別支援教育に関する研
究ならびに啓発、振興を
図ることを目的とする。

特別支援教育に関する調
査研究、研究会や講習会
の開催、会報等の発行、
各種機関や団体との連携
など

１団体1,080円

○ １団体
東京都特別支援教育研究
会規約

30,240 0 0 0 30,240
教育部
教育指導課

290
体育連盟等負担金
（東京都小学校体育連
盟）

小学校体育スポーツ活動
の振興のためスポーツ大
会の主催や体育・スポー
ツに関する調査研究及
び、教員の実技と実技能
力の向上を図ることを目
的とする。

体育の研修会及び講習
会、体育に関する調査研
究、教職員の競技会の開
催、関係体育団体との連
携など

１団体900円

○ １団体
東京都小学校体育連盟規
約

17,100 0 0 0 17,100
教育部
教育指導課

291
体育連盟等負担金
（東京都中学校体育連盟
本部費）

都内中学校における体
育・スポーツ活動の振興
と生徒の健全な発達を図
ることを目的とする。

中学校体育・スポーツ活
動の調査研究、各運動競
技大会の開催と研究大会
の開催等

１団体5,400円

○ １団体
東京都中学校体育連盟規
約

48,600 0 0 0 48,600
教育部
教育指導課

292
体育連盟等負担金
（東京都中学校体育連盟
各部費）

都内中学校における体
育・スポーツ活動の振興
と生徒の健全な発達を図
ることを目的とする。

中学校体育・スポーツ活
動の調査研究、各運動競
技大会の開催と研究大会
の開催等

１団体3,600円

○ １団体
東京都中学校体育連盟規
約

334,800 0 0 0 334,800
教育部
教育指導課

293
体育連盟等負担金
（東京都中学校吹奏楽連
盟）

中学校吹奏楽を盛んにし
て音楽文化向上のために
研究と事業を行い、併せ
て会員相互の親睦を図
る。

吹奏楽に関する講習会、
研究会及び演奏会の開
催、各支部連盟との連絡
提携情報などの交換、吹
奏楽祭、コンクール及び
諸行事への参加など

１団体5,000円

○ １団体
東京都中学校吹奏楽連盟
規約

30,000 0 0 0 30,000
教育部
教育指導課

294
教職員各教科領域研修会
参加負担金

教職員の研修機会の確保 公的機関が主催･共催す
る研修会等に教職員が参
加するための費用の負担 ○ １団体

教育公務員特例法
教職員各教科領域研修会
参加負担金支払基準

160,000 0 0 0 160,000
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

295
校長会等補助金
（小学校校長会）

西東京市立小学校の教育
の振興を期するために、
学校経営上の諸問題の解
決並びに、会員の研修と
相互の連帯を図ることを
目的とする。

西東京市立小学校の教育
の連絡・改善・進歩に関
する事項、学校経営上の
諸問題の解決に関する事
項、会員相互の研修・厚
生に関する事項、教育上
の研究・調査に関する事
項、その他本会の目的を
達成するために必要な事
項

１団体11,520円

○ １団体
西東京市立小学校長会会
則

217,994 0 0 0 217,994
教育部
教育指導課

296
校長会等補助金
（小学校副校長会）

西東京市立小学校の教育
の振興を期し、会員の資
質向上のための研修と相
互の連携を図ることを目
的とする。

 西東京市立小学校の教
育の連絡・改善・進歩に
関する事項、 会員相互
の研修・厚生に関する事
項、 教育上の研究・調
査に関する事項、その他
本会の目的を達成するた
めに必要な事項

１団体8,800円

○ １団体
西東京市立小学校副校長
会会則

165,383 0 0 0 165,383
教育部
教育指導課

297
校長会等補助金
（中学校校長会）

西東京市立中学校の教育
の振興を期するため、学
校経営上の諸課題と会員
の研修を図ることを目的
とする。

西東京市立中学校の教育
の充実発展に関する事
項、学校経営上の諸問題
の解決に関する事項、教
育に関する調査及び対策
に関する事項、会員相互
の研修に関する事項、そ
の他本会の目的を達成す
るために必要な事項

１団体11,520円

○ １団体
西東京市立中学校校長会
会則

103,680 0 0 0 103,680
教育部
教育指導課

298
校長会等補助金
（中学校副校長会）

西東京市立中学校の教育
の振興を期するため、学
校経営上の諸課題と会員
の研修を図ることを目的
とする。

西東京市立中学校の教育
の充実・発展に期する事
項、学校経営上の諸問題
の解決に関する事項、教
育に関する調査及び対策
に関する事項、会員相互
の研修に関する事項、そ
の他本会の目的を達成す
るために必要な事項

１団体8,800円

○ １団体
西東京市公立中学校副校
長会会則

79,200 0 0 0 79,200
教育部
教育指導課

299
教育研究会補助金
（小学校）

西東京市立小学校教育の
充実・発展を目指すと共
に、会員相互の啓発に努
め、資質や能力の向上を
図ることを目的とする。

教科等の教育の推進に関
する授業研究・調査研究
等、各研究部会、講演
会、研究発表会、担当部
別研究会、各学校並びに
教育関係機関・各種教育
団体との連絡・連携、研
究紀要・会報の発行、そ
の他の教育振興に関する
事業

１人900円×会員申請者
500人

○ １団体

西東京市公立小・中学校
における教育研究活動に
対する補助金の交付に関
する事務取扱い要綱

450,000 0 0 0 450,000
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

300
教育研究会補助金
（中学校）

会員相互の研究、研修活
動を通して会員の資質を
高めるとともに、中学校
教育向上に寄与すること
を目的とする。

教科や教科外などの教育
全般の研究、講習会や研
究発表会の諸事業、その
他本会の目的を達成する
ための諸事業

900円×会員申請者250人

○ １団体

西東京市公立小・中学校
における教育研究活動に
対する補助金の交付に関
する事務取扱い要綱

199,401 0 0 0 199,401
教育部
教育指導課

301
児童大会出場費及び生徒
大会参加費補助金

西東京市立中学校の課外
活動の振興を図り、生徒
の健全な育成に資するこ
とを目的とする。

生徒が参加するスポーツ
等の大会の参加費を主に
補助し、中学校部活動の
奨励と生徒の健全な育成
を図っている。

補助対象となる大会の参
加費（全額）
補助対象となる大会の参
加者旅費（予算の範囲
内） ○ 9校

西東京市立中学校生徒大
会参加費補助金交付要綱

2,959,174 0 0 0 2,959,174
教育部
教育指導課

302 小中学校作品展補助金

児童・生徒の創作意欲の
向上と鑑賞力等豊かな情
操を育てることを目的と
し、ひいては市民への学
校教育に対する理解、関
心を高めるため。

小学校児童作品展と中学
校生徒作品展において、
各教科の作品等を一堂に
会して展示している。

小学校　455,000円
中学校　290,000円

○ 2校
西東京市立小中学校児
童・生徒作品展補助金交
付要綱

712,070 0 0 0 712,070
教育部
教育指導課

303 スポーツ大会補助金

西東京市立中学校のス
ポーツ大会を奨励し、ス
ポーツ大会活動を通して
各学校間相互の交流と技
術の向上を図る機会を与
え、心と体の健康づくり
に役立て、健全育成事業
に寄与するため。

市内の公共施設を主に使
用し、市立中学校が合同
で各種競技を実施してい
る。

スポーツ大会の運営に関
するもの

○ １団体
西東京市立中学校スポー
ツ大会補助金交付要綱

754,244 0 0 0 754,244
教育部
教育指導課

304
校長会等補助金
（中学校校長会）

西東京市立中学校の教育
の振興を期するため、学
校経営上の諸課題と会員
の研修を図ることを目的
とする。

西東京市立中学校の教育
の充実発展に関する事
項、学校経営上の諸問題
の解決に関する事項、教
育に関する調査及び対策
に関する事項、会員相互
の研修に関する事項、そ
の他本会の目的を達成す
るために必要な事項

１団体11,520円

○ １団体
西東京市立中学校校長会
会則

103,680 0 0 0 103,680
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

305
校長会等補助金
（中学校副校長会）

西東京市立中学校の教育
の振興を期するため、学
校経営上の諸課題と会員
の研修を図ることを目的
とする。

西東京市立中学校の教育
の充実・発展に期する事
項、学校経営上の諸問題
の解決に関する事項、教
育に関する調査及び対策
に関する事項、会員相互
の研修に関する事項、そ
の他本会の目的を達成す
るために必要な事項

１団体8,800円

○ １団体
西東京市公立中学校副校
長会会則

79,200 0 0 0 79,200
教育部
教育指導課

306
教育研究会補助金
（小学校）

西東京市立小学校教育の
充実・発展を目指すと共
に、会員相互の啓発に努
め、資質や能力の向上を
図ることを目的とする。

教科等の教育の推進に関
する授業研究・調査研究
等、各研究部会、講演
会、研究発表会、担当部
別研究会、各学校並びに
教育関係機関・各種教育
団体との連絡・連携、研
究紀要・会報の発行、そ
の他の教育振興に関する
事業

１人900円×会員申請者
500人

○ １団体

西東京市公立小・中学校
における教育研究活動に
対する補助金の交付に関
する事務取扱い要綱

450,000 0 0 0 450,000
教育部
教育指導課

307
教育研究会補助金
（中学校）

会員相互の研究、研修活
動を通して会員の資質を
高めるとともに、中学校
教育向上に寄与すること
を目的とする。

教科や教科外などの教育
全般の研究、講習会や研
究発表会の諸事業、その
他本会の目的を達成する
ための諸事業

900円×会員申請者250人

○ １団体

西東京市公立小・中学校
における教育研究活動に
対する補助金の交付に関
する事務取扱い要綱

199,401 0 0 0 199,401
教育部
教育指導課

308
児童大会出場費及び生徒
大会参加費補助金

西東京市立中学校の課外
活動の振興を図り、生徒
の健全な育成に資するこ
とを目的とする。

生徒が参加するスポーツ
等の大会の参加費を主に
補助し、中学校部活動の
奨励と生徒の健全な育成
を図っている。

補助対象となる大会の参
加費（全額）
補助対象となる大会の参
加者旅費（予算の範囲
内） ○ 9校

西東京市立中学校生徒大
会参加費補助金交付要綱

2,959,174 0 0 0 2,959,174
教育部
教育指導課

309 小中学校作品展補助金

児童・生徒の創作意欲の
向上と鑑賞力等豊かな情
操を育てることを目的と
し、ひいては市民への学
校教育に対する理解、関
心を高めるため。

小学校児童作品展と中学
校生徒作品展において、
各教科の作品等を一堂に
会して展示している。

小学校　455,000円
中学校　290,000円

○ 2校
西東京市立小中学校児
童・生徒作品展補助金交
付要綱

712,070 0 0 0 712,070
教育部
教育指導課

310 スポーツ大会補助金

西東京市立中学校のス
ポーツ大会を奨励し、ス
ポーツ大会活動を通して
各学校間相互の交流と技
術の向上を図る機会を与
え、心と体の健康づくり
に役立て、健全育成事業
に寄与するため。

市内の公共施設を主に使
用し、市立中学校が合同
で各種競技を実施してい
る。

スポーツ大会の運営に関
するもの

○ １団体
西東京市立中学校スポー
ツ大会補助金交付要綱

754,244 0 0 0 754,244
教育部
教育指導課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

311 研修会等参加負担金

教育相談機能充実のた
め。

心理技術職の専門技術向
上

研修会参加費

○ 20,000 0 0 0 20,000
教育部
教育支援課

312
東京都学校教育相談研究
会参加負担金

学校教育相談の充実を図
るため。

学校教育的視点からの相
談についての知識・技術
を習得し、相談員の資質
向上を図る。

1校900円

○
東京都学校教育相談研究
会会則

17,100 0 0 0 17,100
教育部
教育支援課

313 各種研修会参加負担金

教育相談員の資質・技術
向上のため。

相談員の専門的知識・技
術の習得をし、資質の向
上を図る。

研修会参加費

○ 30,000 0 0 0 30,000
教育部
教育支援課

314
公民館研究大会参加負担
金(公民館運営審議会費)

社会教育施設としての公
民館の役割や必要性、あ
り方について研究協議
し、公民館の位置付けを
確かなものにするために
開催する。

関東甲信越静公民館連絡
協議会会則第４条の規定
に基づく研究大会の経費
に充てる。東京都公民館
連絡協議会規約第4条の
規定に基づく研究大会の
経費に充てる。

（関東）１人3,500円X５
人＝１７,５００円
（東京）１人1,000円X８
人＝8,000円

○ １団体

関東甲信越静公民館連絡
協議会会則関東甲信越静
公民館研究大会開催要項
東京都公民館連絡協議会
規約東京都公民館研究大
会要項

16,000 0 0 0 25,500
教育部
公民館

315
東京都公民館連絡協議会
分担金

公民館の連絡連携及び公
民館体制・活動の発展を
図り、もって文化の発展
に寄与する。

東京都公民館連絡協議会
の運営のための経費に充
てる。

市均等割分20,000円

○ １団体
東京都公民館連絡協議会
規約
同分担金納入規程

20,000 0 0 0 20,000
教育部
公民館

316
公民館研究大会参加負担
金（公民館運営管理費）

社会教育施設としての公
民館の役割や必要性、あ
り方について研究協議
し、公民館の位置付けを
確かなものにするために
開催する。

関東甲信越静公民館連絡
協議会会則第４条の規定
に基づく研究大会の経費
に充てる。東京都公民館
連絡協議会規約第4条の
規定に基づく研究大会の
経費に充てる。

（関東）１人3,500円X７
人＝24,５００円
（東京）１人1,000円X25
人＝25,000円

○ １団体

関東甲信越静公民館連絡
協議会会則関東甲信越静
公民館研究大会開催要項
東京都公民館連絡協議会
規約東京都公民館研究大
会要項

24,000 0 0 0 49,500
教育部
公民館

317 施設維持管理費負担金

保谷駅前公民館の施設の
管理に要する経費に充て
る。

管理規約に基づき、ステ
アの維持管理に必要な経
費に充てる。 ○ １団体 ステア管理規約 18,830,660 0 0 0 18,830,660

教育部
公民館

318 日本図書館協会負担金

日本図書館協会が発行す
る雑誌及び図書館に関す
る情報提供に対する負担
金

日本図書館協会発行の
「図書館雑誌」「日本の
図書館」等の資料提供及
び図書館に関する情報提
供

年会費50,000円

○ １団体
（社）日本図書館協会定
款

50,000 0 0 0 50,000
教育部
図書館

319
東京都市町村立図書館長
協議会負担金

東京都市町村立図書館職
員の図書館大会及び職員
研究会等に対する負担金

東京都市町村立図書館大
会運営費及び講師謝礼等
の助成

負担金9,000円

○ １団体
東京都市町村立図書館長
協議会規約

9,000 0 0 0 9,000
教育部
図書館
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
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（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的
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所　管　課№

320 全国市議会議長会負担金

地方自治の本旨にそい、
都市の興隆発展を図るこ
とを目的とする。

1 地方自治の拡充強化に
関する方策の樹立
2 本会の意思を国会、政
府その他の関係方面に反
映させるための措置
3 地方自治に影響を及ぼ
す法律又は政令その他の
事項に関し、地方自治法
に基づく内閣に対する意
見の申出又は国会への意
見書の提出
4 市議会の制度及び運営
並びに都市行財政に関す
る調査研究
5 地方自治についての情
報資料の収集作成及び配
布
6 中央地方相互間の連絡
7 その他必要な事項
平成26年度フォーラムの
テーマ
「人口減少時代と地方議
会のあり方」
「分権改革20年と地方議
会のあり方」　他

均等割　272,000円
人口割　341,000円
フォ－ラム参加負担金
　5,000円×1人

○ ○ 1団体・1人
全国市議会議長会会則
及び同施行規則

618,000 0 0 0 618,000 議会事務局

321
関東市議会議長会負担金
（議会活動費）

関東各市議会が協同して
地方自治の確立と都市の
興隆発展を図ることを目
的とする。

1 地方自治の拡充強化に
関する調査研究
2 都市の興隆発展に関す
る調査研究
3 市議会の制度及び運営
に関する調査研究
4 会員都市の議員の福利
厚生・親善事業
5 前各号の実現を図るた
めの必要な活動
6 その他必要な事項

各市負担金
　35,000円
総会事務費負担金
　12,000円
総会出席者負担金
　7,000円 ○ ○ 1団体・1人 関東市議会議長会会則 54,000 0 0 0 54,000 議会事務局

322
東京都北多摩議長連絡協
議会負担金

地方自治の本旨に則り、
相互の連携のもとに各都
市の発展を図ることを目
的とする。

1 東京都市議会議長会へ
の意見具申、提言等の処
置
2 会員都市間の相互連
携、情報交換及び資料の
作成配布
3 南多摩市議会議長会及
び西多摩地区議長会との
相互連携、情報交換
4 その他必要な事項

1市10,000円

○ 1団体
東京都北多摩議長連絡協
議会会則

10,000 0 0 0 10,000 議会事務局
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323
東京都市議会議長会負担
金

地方自治の本旨にそい、
相互の連携のもとに各都
市の発展を図ることを目
的とする。

1 地方自治の拡充強化に
関する調査研究立案
2 都市行財政に関する調
査研究
3 市議会の制度及び運営
に関する調査研究
4 本会の意思を関係方面
に反映させるための措置
5 会員都市間の相互連
携、情報交換及び資料の
作成配布
6 会員都市の議員及び事
務局職員研修
7 その他必要な事項

1市130,000円

○ 1団体 東京都市議会議長会会則 130,000 0 0 0 130,000 議会事務局

324
三多摩上下水及び道路建
設促進協議会負担金

三多摩地区の上下水道及
び道路建設促進を図るこ
とを目的とする。

1 三多摩地区の上下水道
及び道路建設に関する調
査研究
2 前号の調査研究の結果
を実現するための必要な
諸般の活動
3 その他会の目的達成に
必要な事項

1市20,000円

○ 1団体
三多摩上下水及び道路建
設促進協議会規約

20,000 0 0 0 20,000 議会事務局

325
全国都市問題会議出席者
負担金（議会活動費）

市長や学識経験者の経験
や研究成果の報告及び事
例紹介等により、都市行
政の将来像について議論
を深めることを目的とす
る。

全国市長会、後藤・安田
記念東京都市研究所、日
本都市センター、高知市
の主催
テーマ「都市と新たなコ
ミュニティ～地域・住民
の多様性を活かしたまち
づくり～」

１人10,000円

○ 1人

主催：全国市長会、(公
財)後藤・安田記念東京
都市研究所、(公財)日本
都市センター・大分市
協賛：(公財)全国市長会
館
根拠：開催要領

10,000 0 0 0 10,000 議会事務局

326 政務活動費

市議会議員の調査研究に
資するため必要な経費の
一部として交付する。

西東京市議会議員の調査
研究に資するため必要な
経費の一部として交付し
ている。

1人月額20,000円

○ ○

平成26年4
月：9会派
（27人）
平成26年5
月から平成
27年1月ま
で：10会派
（27人）
平成27年2
月及び3
月：8会派
（28人）

西東京市議会政務活動費
の交付に関する条例

3,532,243 0 0 0 3,532,243 議会事務局
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327
関東市議会議長会負担金
（事務局運営管理費）

関東各市議会が協同して
地方自治の確立と都市の
興隆発展を図ることを目
的とする。

1 地方自治の拡充強化に
関する調査研究
2 都市の興隆発展に関す
る調査研究
3 市議会の制度及び運営
に関する調査研究
4 会員都市の議員の福利
厚生・親善事業
5 前各号の実現を図るた
めの必要な活動
6 その他必要な事項

総会出席者負担金
　7,000円

○ 1人 関東市議会議長会会則 7,000 0 0 0 7,000 議会事務局

328
全国都市問題会議出席者
負担金（事務局運営管理
費）

市長や学識経験者の経験
や研究成果の報告及び事
例紹介等により、都市行
政の将来像について議論
を深めることを目的とす
る。

全国市長会、後藤・安田
記念東京都市研究所、日
本都市センター、高知市
の主催
テーマ「都市の健康～
人・まち・社会の健康づ
くり～」

１人10,000円

○ 1人

主催：全国市長会、(公
財)後藤・安田記念東京
都市研究所、(公財)日本
都市センター・高知市
協賛：(公財)全国市長会
館
根拠：開催要領

10,000 0 0 0 10,000 議会事務局

329
関東市議会事務局職員研
修会負担金

議会事務局職員を対象と
した研修会

平成26年度研修テーマ
「正念場のアベノミク
ス」
「自助と公助のはざまで
―地域を守る地方議会」

1人2,000円

○ 0人 関東市議会議長会会則 0 0 0 0 0 議会事務局

330
全国議事記録議事運営事
務研修会負担金

議会事務局職員（速記者
等）を対象とした研修会

会議録調製及び議事運営
上の諸問題について

1人13,000円

○ 1人
全国議事記録議事運営事
務研修会実施要領

13,000 0 0 0 13,000 議会事務局

331
全国市議会議長会研究
フォーラム参加負担金
（事務局運営管理費）

地方自治体の本旨にそ
い、都市の興隆発展を図
ることを目的とする。

平成26年度フォーラムの
テーマ
「人口減少時代と地方議
会のあり方」
「分権改革20年と地方議
会のあり方」　他

1人5,000円

○ 1人
全国市議会議長会会則
及び同施行規則

5,000 0 0 0 5,000 議会事務局

332
全国市区選挙管理委員会
連合会分担金

運営に要する経費は、負
担金（分担金）等をもっ
て充てられ、市区選挙管
理委員会の業務の円滑な
運営、選挙の管理執行及
び選挙啓発等の改善研究
を図る。

会員市区相互間及び支部
相互間の連絡調整・機関
誌その他選挙に関する図
書及び資料の刊行・研究
会、講習会等の開催に関
すること等

（平成24年3月31日住基
人口×17銭）＋均等割１
市区19,000円
≒52,100円（百円未満四
捨五入）
東京支部分担金
　１市5,000円
理事会及び研修会負担金

○ 1団体
全国市区選挙管理委員会
連合会規約

57,100 0 0 0 57,100
選挙管理委員会事
務局
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333
東京都市選挙管理委員会
連合会分担金

運営に要する経費は、各
市の負担金及びその他の
収入をもって充てられ、
選挙の管理執行及び啓発
宣伝に資すると共に会員
相互の連携を密にし、
もって会の充実発展を図
る。

選挙に関する法規の調査
研究・選挙及び啓発に関
する情報の収集交換、相
互間の連絡協力・会員及
び事務局職員の研修に関
すること等

（平成25年４月１日住基
人口×10銭）＋均等割１
市65,000円

○ 1団体
東京都市選挙管理委員会
連合会会則

84,400 0 0 0 84,400
選挙管理委員会事
務局

334
東京都市明るい選挙推進
協議会連合会負担金

運営に要する費用は、負
担金及びその他の収入を
もって充てられ、各市の
明るい選挙の推進運動に
協力し、会員相互の連絡
調整をはかり選挙の明朗
化の推進を図る。

明るい選挙推進に関する
企画、研究、研修、調
査、情報資料の収集及び
配布に関すること等

１市5,000円

○ 1団体
東京都市明るい選挙推進
協議会連合会会則

5,000 0 0 0 5,000
選挙管理委員会事
務局

335

選挙運動費用公費負担金
(西東京市議会議員選
挙）

国又は地方公共団体が選
挙運動費用を負担して候
補者の選挙運動を行うに
あたり便宜を供与するこ
とで、候補者間の選挙運
動の機会均等を図る。

西東京市議会議員補欠選
挙に立候補する候補者に
対し、選挙運動用自動車
の費用及びポスター作成
費等について公費で負担
すること。

選挙運動用自動車関連
借上料 @15,300円×7日
燃料費 @7,350円×7日
運転費 @12,500円×7日
選挙運動用ポスター
作成費 @1,829円×229枚
選挙運動用通常葉書
郵送料 @50円×2,000枚

○ 36人

公職選挙法第141条8項、
143条15項
西東京市議会議員及び西
東京市長の選挙における
選挙運動の公費負担に関
する条例

21,015,704 0 0 0 21,015,704
選挙管理委員会事
務局

336
マルチペイメント推進協
議会負担金

代金等の支払について、
顧客の利便性の向上、収
納機関の事務効率化を図
り、以って新たな仕組み
としてマルチペイメント
ネットワークの使用に関
する意見集約、普及及び
利用促進策の展開を図る
こと等を目的とする。

１ 日本マルチペイメン
トネットワーク運営機構
（以下「運営機構」とい
う。）等からの諮問によ
る、本ネットワークの使
用及びサービス内容に関
する意見具申
２ 運営機構からの委嘱
による、本ネットワーク
のシステム仕様の開示
３ 本ネットワークの普
及及び利用促進思索の展
開
４ その他本会の目的を
達成する為に必要な活動

特別会員となりマルチペ
イメントネットワークに
参加するため、推進協議
会で規定された会費を負
担する。

○ 36人
日本マルチペイメント
ネットワーク推進協議会
定款及び会員規定

100,000 0 0 0 100,000 会計課
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事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）
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（円）

平成26年度
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（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

337
全国都市監査委員会負担
金

全国都市監査委員相互の
連絡を密にし、監査委員
制度の円滑なる運営とそ
の健全なる発達を図るこ
とをもって目的とする。

１ 都市監査委員相互の
意思のそ通及び連絡
２ 監査委員制度に関
し、関係官庁その他への
陳情、請願及び意見の上
申
３ 監査に関する研修
会、講演会の開催
４ 監査に関する調査研
究資料等の発表交換
５ その他必要なこと

年会費42,000円

○ 1団体 全国都市監査委員会会則 42,000 0 0 0 42,000 監査委員事務局

338
関東都市監査委員会負担
金

関東都市監査委員相互の
連絡と、監査委員制度の
進歩発展を図ることを
もって目的とする。

１ 監査に関する調査、
研究の発表並びに資料の
交換
２ 監査に関する研修
会、講演会の開催
３ 監査委員の表彰
４ その他この会の目的
達成に必要な事業

年会費17,000円

○ 1団体 関東都市監査委員会規約 17,000 0 0 0 17,000 監査委員事務局

339
東京都市監査委員会負担
金

東京都市監査委員相互の
連けいを密にして、監査
委員制度の円滑な運営を
図ることを目的とする。

１ 監査に関する調査、
研究会及び発表並びに資
料の交換
２ 監査に関する研究会
及び講演会の開催
３ 監査委員の表彰
４ その他この会の目的
達成に必要な事業

年会費26,000円

○ 1団体 東京都市監査委員会規約 26,000 0 0 0 26,000 監査委員事務局

340
東京都農業会議賛助員拠
出金

農業及び農家に関し、広
汎な業務を行う法人であ
る農業会議の運営に関
し、「賛助員制度」によ
り運営することを目的と
する。

東京都農業会議会則に従
い区市町村賛助員協議会
において、決定する。

○ 1団体
農業委員会等に関する法
律

379,500 0 0 0 379,500 農業委員会事務局

341
北多摩地区農業委員会連
合会負担金

農地法等の事務を行う行
政委員会として、共通の
問題を調査・研究するこ
とを目的とする。

市町村の農家個数及び農
地面積の割合で決定す
る。 ○ 1団体

北多摩地区農業委員会連
合会規約

45,000 0 0 0 45,000 農業委員会事務局

342
全国公平委員会連合会負
担金

委員会相互の連絡を緊密
にし、協力して人事公平
制度の円滑な運営を図
る。

1 人事公平制度に関する
調査、研究及び資料の収
集
2 支部、県連及び会員相
互間の連絡並びに協力
3 会報、図書その他の資
料の刊行
4 その他本会の目的達成
上必要な事業

年会費45,000円
研究会負担金2,500円×3
人
総会負担金2,000円×3人

○ 1団体
全国公平委員会連合会規
約

58,500 0 0 2,937 55,563 公平委員会

56



事 業 内 容 補助内容（単価・額等） 個人 団体 対象数 国庫支出金 都支出金 その他 一般財源

根 拠 （ 法 令 等 ）

財　　源　　内　　訳
（円）

平成26年度
決　算　額

（円）

平成26年度西東京市補助金・負担金の概況

事 業 目 的

対　　　　象内　　　　　　　容

所　管　課№

343
全国公平委員会連合会関
東支部負担金

委員会相互の連絡を密に
し、協力して公平制度の
円滑な運営を図る。

1 公平制度の調査、研究
及び資料の収集に関する
こと
2 公平委員会相互間の情
報の交換に関すること
3 連合会との連絡及び調
整に関すること
4 その他目的達成のため
に必要なこと

年会費18,000円
総会及び研究会負担金
5,000円×2人

○ 1団体
全国公平委員会連合会関
東支部規約

28,000 0 0 1,405 26,595 公平委員会

344
東京都公平委員会連合会
負担金

委員会相互の連絡を緊密
にするとともに、研修等
を行い人事公平制度の円
滑な運営を図る。

委員会相互の連絡を密に
し、研修等を行う。

年会費23,000円
総会及び第1回研究会負
担金1,500円×3人
第2回研究会負担金2,000
円×3人
第2回研究会宿泊費負担
金
14,000円×3人

○ 1団体
東京都公平委員会連合会
規約

74,000 0 0 3,715 70,285 公平委員会
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